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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（百万円） 169,429 199,648 209,922 211,581 199,261

経常利益（百万円） 12,593 15,111 11,995 1,216 11,170

当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
5,462 7,257 5,892 △818 4,153

純資産額（百万円） 71,947 78,369 85,642 93,183 93,632

総資産額（百万円） 155,344 180,912 186,603 174,455 166,863

１株当たり純資産額（円） 1,585.39 1,726.69 1,887.63 1,770.18 1,763.06

１株当たり当期純利益又は

当期純損失（△）（円）
121.52 157.36 127.73 △18.05 91.65

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円）
113.63 146.43 120.67 ― ―

自己資本比率（％） 46.3 43.3 45.9 46.0 47.9

自己資本利益率（％） 8.2 9.7 7.2 ― 5.2

株価収益率（倍） 39.0 26.6 24.9 ― ―

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
16,665 3,774 18,960 15,749 8,537

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△6,884 △5,969 △11,277 △9,998 △7,780

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
1,800 1,054 △12,285 △6,711 △366

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円）
30,917 29,770 25,203 24,254 24,648

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）

（人）

5,724

(1,765)

8,041

(2,380)

8,489

(2,442)

8,693

(1,966)

8,926

(1,997)

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

 　　　 ２　純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

　　　　　　会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適　　　　　

　　　　　　用指針第８号）を適用しております。

 　　　 ３　平成19年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び株価収益率については潜在株式は存在します

            が、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

 　　　 ４　平成20年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については希薄化効果を有している潜在株式が存在

　　　　　　しないため記載しておりません。

        ５　平成19年３月期の自己資本利益率については当期純損失であるため記載しておりません。

        ６　平成20年３月期の株価収益率については当社株式が平成20年３月26日より上場廃止となったため記載してお

　　　　　　りません。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（百万円） 110,401 100,950 102,714 109,594 97,412

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
9,816 9,480 7,226 △3,398 1,966

当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
5,401 6,135 4,716 △1,269 471

資本金（百万円） 23,046 23,079 23,084 23,088 23,110

発行済株式総数（千株） 45,302 45,320 45,324 45,326 45,336

純資産額（百万円） 73,585 78,614 83,639 78,092 75,132

総資産額（百万円） 128,458 135,510 137,281 131,076 124,105

１株当たり純資産額（円） 1,622.19 1,732.71 1,843.87 1,723.27 1,657.61

１株当たり配当額

（内１株当たり中間配当額）

（円）

25.00

(10.00)

27.00

(10.00)

27.00

(10.00)

27.00

(10.00)

27.00

(10.00)

１株当たり当期純利益又は当

期純損失（△）（円）
120.77 133.21 102.20 △28.02 10.40

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円）
112.93 124.09 96.69 ― ―

自己資本比率（％） 57.3 58.0 60.9 59.6 60.5

自己資本利益率（％） 7.9 8.1 5.8 ― 0.6

株価収益率（倍） 39.2 31.5 31.1 ― ―

配当性向（％） 20.70 20.30 26.40 ― 259.70

従業員数（人） 2,320 2,407 2,475 2,684 2,757

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

 　　　 ２　純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

　　　　　　会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適　　　　　

　　　　　　用指針第８号）を適用しております。

        ３　平成19年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び株価収益率、配当性向については潜在株式は

            存在しますが、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

 　　　 ４　平成20年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については希薄化効果を有している潜在株式が存在

　　　　　　しないため記載しておりません。

 　　　 ５　平成19年３月期の自己資本利益率については当期純損失であるため記載しておりません。

 　　　 ６　平成20年３月期の株価収益率については当社株式が平成20年３月26日より上場廃止となったため記載してお　　　

　　

　　　　　　りません。
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２【沿革】

年月 概要

昭和46年４月 コンピュータの応用を中心とした情報処理サービスを目的として、大阪市東区（現　中央区）に㈱

東洋情報システムを資本金６億円をもって設立。ソフトウェア開発サービスを開始。

昭和48年８月 大阪府吹田市に本社ビル（現　大阪センター）完成、センターサービス、オンラインサービスの本

格営業を開始。

昭和50年10月 東洋コンピューターサービス㈱を合併。東京都中央区に東京支社（現　東京本社）を開設、首都圏

に本格的に進出。

昭和51年７月 福岡市中央区に福岡営業所（現　九州支社）を開設し、九州地区へ進出。

昭和51年11月 運用業務専門会社として、東洋データサービス㈱（子会社、現　ＴＩＳシステムサービス㈱）を設

立。

昭和52年６月 名古屋市中村区に名古屋営業所（現　中部事業部）を開設し、中京地区へ進出。

昭和53年12月 運用業務専門会社として、東洋データビジネス㈱（子会社、現　ＴＩＳシステムサービス㈱と合

併）を設立。

 昭和55年10月 55年度情報化促進貢献企業として通産大臣表彰を受ける。

昭和59年10月 機器販売事業展開のため、ＴＩＳリース㈱（子会社）を設立。

昭和59年12月 東京都江東区に情報処理サービス業電子計算機システム安全対策実施基準に準拠した、東京セン

タービル（現　東京第１センター）完成。

昭和62年11月 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場。

昭和62年11月 特別第二種電気通信事業者として、郵政省（現　総務省）に登録。

昭和63年７月 米国カリフォルニア州に全額出資の現地法人Toyo Information Systems(USA)Co., Ltd.（子会社、現　

TIS R&D Center,Inc.）を設立。

昭和63年12月 「システムインテグレータ企業」として通商産業省（現　経済産業省）から認定。

平成元年６月 大阪センターが通商産業省（現　経済産業省）から「情報サービス業電子計算機システム安全対

策実施事業所」の認定を受ける。

平成２年１月 郵政省（現 総務省）の情報通信ネットワーク安全信頼対策実施事業者として登録される。

平成２年２月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。

平成２年４月 国際特別第二種電気通信事業者として、郵政省（現　総務省）に登録。

平成３年９月 東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第一部指定。

平成５年10月 ソリューションビジネス展開のため、ティアイエス西日本ソリューションビジネス㈱（子会社、現

　ＴＩＳソリューションビジネス㈱）を設立。

平成７年３月 「システムオペレーション企業」として通商産業省（現　経済産業省）から認定。

平成７年８月 ソフトウェアの品質管理について「国際標準基準ＩＳＯ9001」を取得。

平成９年12月 ＥＲＰ関連事業サービスを事業化するためオリジン社（現　Atos Origin）と合弁にて㈱ティアイエ

ス　オリジン　コンサルティング（子会社　ＴＩＳコンサルティング㈱）を設立。

平成９年12月 米国デラウェア州に全額出資の現地法人TIS North America Inc.を設立。

平成10年12月 財団法人日本情報処理開発協会（ＪＩＰＤＥＣ）よりプライバシーマークの使用許諾を受ける。

平成12年４月 ㈱小松製作所の情報サービス子会社であるコマツソフト㈱（子会社、現　クオリカ㈱）の株式を取

得。

平成13年１月 社名を「ＴＩＳ株式会社」に変更。東京本社ビルを移転・統合。

平成13年９月 ㈱エス・イー・ラボ（子会社）の株式を取得。

平成13年10月 運用業務強化のためＴＩＳシステムマネジメント㈱をＴＩＳシステムサービス㈱に合併。

平成14年２月 ㈱アグレックス（子会社）の株式を取得。

平成14年４月 海外事業強化のため、Atos Origin社とグローバルアライアンスを締結。

平成14年６月 東京第１・第２センターが、財団法人日本品質保証機構（ＪＱＡ）よりＩＳＭＳ認定を取得。

平成16年４月 ㈱ユーフィット（子会社）の株式を取得。

平成17年４月 旭化成情報システム㈱（子会社、現　ＡＪＳ㈱）の株式を取得。

平成18年４月 ＴＩＳコンサルティング㈱（子会社）を合併。

平成19年４月 アイティーリサーチ㈱（子会社）の商号をＢＭコンサルタンツ㈱へ変更。
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年月 概要

　平成19年12月 　㈱インテックホールディングスと共同持株会社設立による経営統合の基本合意書を締結。

　平成20年１月 　㈱インテックホールディングスと経営統合契約書を締結。

　平成20年２月 　臨時株主総会において「株式移転による完全親会社設立の件」を決議。

　平成20年３月 　完全親会社設立に伴い、東京証券取引所及び大阪証券取引所において上場廃止。　

　平成20年４月 株式移転により、㈱インテックホールディングスとの共同持株会社「ＩＴホールディングス株式会

社」を設立。同社が東京証券取引所市場第一部に上場。
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社、連結子会社23社および持分法適用関連会社９社で構成されます。主な業務は、情報化投資に係

わるアウトソーシングサービス、ソフトウェア開発、ソリューションサービスの提供であり、これらの業務に関連する

リース業、コンサルティング業などの業務も行っております。

　当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

アウトソーシングサービス： 当社グループのセンターで、システムオペレーションサービス、システムハウジン

グサービス、受託運用サービスなどを行っております。

ソフトウェア開発： 情報システムの企画提案から構築に係わる一切を総合的に提供するシステムイン

テグレーションサービスおよびＥＲＰ導入支援、データベース構築、インターネッ

ト環境構築など、受託ソフトウェア開発を行っております。

ソリューションサービス： サーバ、ストレージ、クライアント機器など各種ハードウェアとパッケージソフト

など各種ソフトウェアを組み合わせて、顧客に最適なシステム機器構成の提案、導

入支援を行っております。

　以上に述べた事業の系統図は次のとおりであります。（◎：連結子会社、○：持分法適用関連会社）

　

 　(注１) ㈱システムズ・トラストは既に営業活動を中止し、清算手続きを進めております。

EDINET提出書類

ＴＩＳ株式会社(E04812)

有価証券報告書

  6/122



４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は
出資金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

議決権の
被所有割
合（％）

関係内容

（連結子会社） 　 　 　 　 　 　

ＴＩＳシステムサービス

㈱
大阪府吹田市 196 情報処理サービス 100.0 －

業務委託契約に基づく、アウト

ソーシング業務を行っています。

なお、当社より事務所を賃借して

います。

役員の兼任　４名

ＴＩＳトータルサービス

㈱
東京都中央区 50

セキュリティ・サプ

ライ商品販売ならび

にスタッフサービス

100.0 －

当社グループへのセキュリティ・

サプライ商品の販売ならびにス

タッフサービスを行っています。

役員の兼任　２名

ＴＩＳリース㈱（注）１ 東京都港区 460 ＯＡ機器等のリース
100.0

(1.4)
－

当社よりリース対象機器を購入し

ています。なお、当社グループに対

しＯＡ機器等を賃貸しています。

役員の兼任　２名

ＢＭコンサルタンツ㈱

（注）４
東京都港区 450

コンサルティング

サービス
100.0 －

業務委託契約に基づく、コンサル

ティング業務を行っています。

役員の兼任　２名

ＴＩＳソリューションビ

ジネス㈱
東京都江東区 300

コンピュータ全般に

関するソリューショ

ンサービス

100.0 －

業務委託契約に基づく、ソリュー

ションサービスを行っています。

役員の兼任　２名

クオリカ㈱ 東京都江東区 1,234

ソフトウェア開発、

運用・サービス、コ

ンピュータ機器販売

80.0 －

業務委託契約に基づく、ソフト

ウェア開発を行っています。

役員の兼任　５名

㈱エス・イー・ラボ

（注）１，２
東京都江東区 616

パッケージソフト販

売、ソフトウェア開

発、コンピュータ機

器販売

51.0

(25.7)
－

業務委託契約に基づくソリュー

ションサービスを行っています。

役員の兼任　３名

㈱ランサ・ジャパン

（注）１
東京都江東区 50

パッケージソフト販

売、ソフトウェア開

発

85.8

(85.8)
－

業務委託契約に基づくソリュー

ションサービスを行っています。

役員の兼任　なし

㈱アグレックス

（注）２，３
東京都新宿区 1,292 情報サービス 50.6 －

ソフトウェア開発の受託を行って

います。

役員の兼任　２名

アグレックスファインテ

クノ㈱

（注）１，５

東京都新宿区 50 情報サービス
100.0

(100.0)
－

業務上の取引は特になし。

役員の兼任　なし 

登録管理ネットワーク㈱

（注）１，６
東京都千代田区 30

自動車所有権登録の

事務支援

100.0

(100.0)
－

業務上の取引は特になし。

役員の兼任　なし 

㈱システムズ・トラスト

（注）７
東京都千代田区 100

ソフトウェアの販

売、コンサルティン

グ、導入・運用サ

ポート

90.0 －
業務上の取引は特になし。

役員の兼任　２名

㈱ユーフィット

（注）３
名古屋市中区 1,310

システムインテグ

レーション、コン

ピュータ機器販売

70.4 －

業務委託契約に基づく、ソフト

ウェア開発を行っています。

役員の兼任　４名

㈱システムサポート

（注）１
名古屋市中区 33 情報サービス

100.0

(100.0)
－

業務上の取引は特になし。

役員の兼任　なし

㈱シーエスエイ

（注）１

愛知県北名古屋

市
93 情報サービス

100.0

(100.0)
－

業務上の取引は特になし。

役員の兼任　なし

㈱シーエスティ

（注）１
東京都台東区 30 情報サービス

100.0

(100.0)
－

業務上の取引は特になし。

役員の兼任　なし

ＡＪＳ㈱ 東京都墨田区 800

ソフトウェア開発、

運用サービス、コン

ピュータ機器販売

51.0 －

業務委託契約に基づく、ソフト

ウェア開発を行っています。

役員の兼任　３名
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名称 住所
資本金又は
出資金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

議決権の
被所有割
合（％）

関係内容

㈱ＡＪＳソフトウェア

（注）１
宮崎県延岡市

20

 

ソフトウェア開発、

運用

100.0

(100.0)
－

業務上の取引は特になし。

役員の兼任　なし

TIS R&D Center,Inc.
米国カリフォル

ニア州

千米ドル

2,000

情報通信サービス、

ソフトウェア開発
100.0 －

業務委託契約に基づく、情報処理

に関する新技術等の研究を行って

います。

役員の兼任　２名

TISI（上海）Co.,Ltd. 中国上海
千米ドル

1,300

情報通信サービス、

ソフトウェア開発
100.0 －

中国・アジア地域における営業協

業活動を行っています。

役員の兼任　１名

天津提愛斯翔泰信息系統有

限公司（注）８
中国天津

千米ドル

14,000
情報処理サービス 60.0 －

開業準備中につき、業務上の取引

は特になし。

役員の兼任　１名

TKSOFT SINGAPORE PTE.

Ltd.（注）１
シンガポール

千シンガ

ポールドル

200

ソフトウェア開発、

ソリューションサー

ビス

100.0

(100.0)
－

業務上の取引は特になし。

役員の兼任　なし

QUALICA(SHANGHAI)INC.

（注）１，９
中国上海

千米ドル

140

パッケージソフト販

売、ソフトウェア開

発、運用・サービス

83.6

(83.6)
－

業務上の取引は特になし。

役員の兼任　なし

 

EDINET提出書類

ＴＩＳ株式会社(E04812)

有価証券報告書

  8/122



名称 住所
資本金又は
出資金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

議決権の
被所有割
合（％）

関係内容

（持分法適用関連会社） 　  　   　

エンコデックスジャパン

㈱
大阪府吹田市 50

インターネットを利

用した各種情報提供

サービス

37.0 －

業務受託契約に基づくアウトソー

シング業務を行っています。

役員の兼任　２名

㈱イーラボ（注）１ 東京都中央区 50 ＡＳＰサービス
18.0

(18.0)
－

業務上の取引は特になし。

役員の兼任　なし

宏図財務軟件（上海）有

限公司
中国上海

千米ドル

300

ソフトウェア開発・

販売、関連技術サー

ビスの提供

33.3 －

業務委託契約に基づく、マーケッ

ト調査を行っています。

役員の兼任　２名

ＤＧＴインフォメーショ

ンシステムズ
中国香港

千米ドル

4,000
ソフトウェア開発 20.0 －

業務委託契約に基づく、ソフト

ウェア開発を行なっています。

役員の兼任　１名

ほんつな㈱ 大阪府吹田市 100
書籍総合ポータルサ

イト運営
30.0 －

業務上の取引は特になし。

役員の兼任　２名

クロノバ㈱（注）１ 東京都中央区 362
医薬品の開発戦略の

企画・立案

29.4

(29.4)
－

業務上の取引は特になし。

役員の兼任　なし

アルメック㈱

(注）10
東京都中央区 10

治験実施施設支援業

務 

－

[100.0]
－

業務上の取引は特になし。 

役員の兼任　なし

アプシェ㈱

(注）10
東京都中央区 17 医薬品販売支援業務

－

[100.0]
－

業務上の取引は特になし。 

役員の兼任　なし

メディカル統計㈱

(注）10
東京都中央区 35

医薬品開発における

統計解析業務 

－

[100.0]
－

業務上の取引は特になし。 

役員の兼任　なし

　（注）１　「議決権の所有（被所有）割合」欄の内、「所有割合」欄の（内書）は間接所有であります。

２　有価証券報告書の提出会社であります。

３　㈱アグレックス並びに㈱ユーフィットについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高

に占める割合が10％を超えております。なお、㈱アグレックスは有価証券報告書提出会社であるため、主要な

損益情報等の記載を省略しております。

主要な損益情報等 　  　 　  

㈱ユーフィット ①売上高 39,203百万円　 ④純資産額 18,852百万円

　 ②経常利益 3,663百万円　 ⑤総資産額 25,362百万円

　 ③当期純利益 2,266百万円　 　  

４　情報処理技術に関する調査・研究・開発を行っておりましたアイティリサーチ㈱は、平成19年４月１日付で

BMコンサルタンツ㈱へ商号変更するとともに、主要な事業の内容をコンサルティングサービスに変更して

おります。

５　オープンテクノ㈱及び㈱フィネスは、平成19年４月１日付で合併し、アグレックスファインテクノ㈱へ社名変

更しております。

６　登録管理ネットワーク㈱は、第三者から株式を取得したことによって、当連結会計年度より連結の範囲に含め

ております。

７　㈱システムズ・トラストは、既に営業活動を中止し、清算活動を進めております。

８　天津提愛斯翔泰信息系統有限公司は、当社の子会社として、平成20年２月27日に設立し、当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。

９　QUALICA(SHANGHAI)INC.は、クオリカ㈱の子会社として、平成19年5月22日に設立し、当連結会計年度より連

結の範囲に含めております。

10　クロノバ㈱の子会社であります。議決権の所有割合の 〔　〕 内は、クロノバ㈱の所有割合で外数であります。

11　東洋ネットワークサービス㈱、TISI(USA),Inc.、TIS North America Inc.及びビーベスト・インターナショナル㈱

は、清算が終了したことにより、連結対象外となりました。

12　持分法適用会社であったＭ＆Ｔシステムオペレーションズ㈱は平成19年４月26日付で解散しました。

13　特定子会社に該当する会社はありません。
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５【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（名） 8,926（1,997）

　（注）１　従業員数は就業人員であります。

　なお、当社グループは、顧客のニーズに応じた情報システムの企画からソフトウェアの開発、ハードウェア

の選定及びこうしたシステムの運用など、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、不可分の営

業形態でありますので、従業員を事業区分に関連付けて記載しておりません。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。

３　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

2,757 34.6 9.5 6,832

　（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

　提出会社につきましては、労働組合は結成されておりませんが、役付者及び特別職を除く職員にて「環境改善委員

会」を組織し、毎月定例懇談会を実施し、その他給与改定・賞与支給・職場の諸問題改善等については随時労使の

コミュニケーションを図っております。

　また、提出会社を除く一部連結子会社につきましても、同様のものを組織しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1)業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善により景

気は緩やかな拡大基調で推移いたしましたが、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカ経済の減速や株

式・為替市場の変動、原油価格の高騰などの影響から減速感も見受けられるようになりました。

　情報サービス産業では、ソフトウェア投資が引き続き拡大いたしました。銀行や保険会社を中心とした金融業にお

ける長期・大規模な投資が堅調に推移し、牽引役となったほか、製造業や流通業などにおいても生産・物流管理の効

率化など、競争力強化を目的とした投資が増加いたしました。

　その一方で、お客様のニーズの高度化や投資対効果を重視する姿勢は一段と強まっており、その対応が重要な課題

となっております。

　このような環境の中で、当社グループは、品質および生産性の向上とともに、プロジェクトマネジメントの強化によ

る不採算案件の解消および未然防止の徹底を推進いたしました。

　当社で現在継続中の大型案件については、開発段階のピークを越えましたが、顧客とともに今後の計画の見直しを

進めた結果、社会システムとしての重要性に鑑み、円滑な稼働開始に向けて追加のテストを織り込んだため、稼働開

始時期を大幅に延期いたしました。これに伴って発生する追加費用全額を当中間期に計上したことから、いったん業

績見通しを修正いたしましたが、当該大型案件以外の開発案件および主要子会社の業績が堅調に推移した結果、当連

結会計年度の売上高は199,261百万円（前期比5.8％減）、営業利益は10,432百万円（前期は0百万円の営業損失）、経

常利益は11,170百万円（前期比818.4％増）、当期純利益は4,153百万円（前期は818百万円の当期純損失）となりまし

た。

　分野別の状況は以下のとおりであります。

　アウトソーシングサービス分野におきましては、当社において主要顧客向けの売上高が増加したほか、株式会社ア

グレックスにおけるビジネスプロセスアウトソーシング（ＢＰＯ）が保険業界向けに好調に推移いたしました。こ

の結果、アウトソーシングサービス分野の売上高は80,844百万円（前期比7.0％増）となりました。

　ソフトウェア開発分野におきましては、当社において現在継続中の大型案件が開発段階のピークを越えた影響が大

きく、売上高は92,655百万円（前期比10.0％減）となりました。

　ソリューションサービス分野におきましては、大口顧客におけるシステム更新需要に伴い売上の伸びた前期に比べ

減収となり、売上高は22,026百万円（前期比21.4％減）となりました。

　その他の分野におきましては、リース事業を担当しているＴＩＳリース株式会社がグループ会社向けのＩＴを中心

とするリース機能の提供に主軸を置いた経営方針への転換を進めていることなどを受け、売上高は3,735百万円（前

期比26.1％減）となりました。

　なお、当社は、情報サービス産業のトップ企業の一つとしてさらなる成長を目指す中、株式会社インテックホール

ディングスと経営統合することにより両社の保有する経営資源、顧客基盤、技術力を共有・活用することが両社の企

業価値を大きく高めるための最善の選択であるとの判断のもと、平成20年2月15日開催の両社臨時株主総会における

決議に基づいて、平成20年4月1日に株式移転による共同持株会社「ＩＴホールディングス株式会社」を設立いたし

ました。

　ＩＴホールディングス株式会社の設立によって当社が同社の完全子会社となったことに伴い、当社普通株式は東京

証券取引所において平成20年3月26日をもって上場廃止となりました。また、大阪証券取引所においては平成20年3月

16日をもって上場廃止となりました。

(2)キャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ393百万円

増加し、当連結会計年度末には24,648百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、8,537百万円（前期比45.8％減）となりました。これは主に税金等調整前当期純

利益9,309百万円に、資金の増加として、売上債権の減少額8,340百万円、減価償却費8,007百万円などがあった一方、

資金の減少として、仕入債務の減少額△5,471百万円、たな卸資産の増加額△4,003百万円、法人税等の支払額△3,452

百万円などがあったことによるものです。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、△7,780百万円（前期比22.2％減）となりました。これは主に資金の増加として、

有価証券の償還による収入2,699百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入1,917百万円などがあった一方、

資金の減少として、有価証券の取得による支出△2,995百万円、投資有価証券の取得による支出△1,853百万円、固定

資産の取得による支出△6,078百万円などがあったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、△366百万円（前期比94.5％減）となりました。これは主に資金の増加として、長

期借入金の借入れによる収入7,889百万円、社債の発行による収入6,950百万円などがあった一方、資金の減少とし

て転換社債の償還による支出△9,983百万円、長期借入金の返済による支出△2,631百万円などがあったことによる

ものです。

２【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績は、次のとおりであります。

　 生産高(百万円) 前年同期比(％)

アウトソーシングサービス 80,841 107.0

ソフトウェア開発 96,728 95.4

計 177,569 100.4

　（注）　金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

当連結会計年度における受注実績は、次のとおりであります。

　 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

ソフトウェア開発 109,616 117.4 53,870 146.0

　（注）１　アウトソーシングサービスは継続業務でありますので、ソフトウェア開発についてのみ記載しております。

２　金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。

　 販売高（百万円） 前年同期比（％）

アウトソーシングサービス 80,844 107.0

ソフトウェア開発 92,655 90.0

ソリューションサービス 22,026 78.6

その他 3,735 73.9

計 199,261 94.2

　（注）　金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

当社は、業界№1の技術力と品質向上の両面の確立を通じた各事業分野におけるさらなる成長を図るべく、3カ年の中

期経営計画「exceed’08」を策定し、遂行しております。

　2006年度（平成18年度）および2007年度（平成19年度）は当社において現在継続中の大型案件の影響もあり、収益面

における目標達成ができない状況にありましたが、「exceed’08」において課題とした「不採算案件の未然防止」、「技

術力と品質の向上」、「営業力の強化」の3つはほぼ計画を全うでき、「利益率の向上」についても、上記の大型案件以

外においては成果が得られていると認識しております。

　「exceed’08」の最終年度となる2008年度（平成20年度）については、上記大型案件の終了を前提として、利益率の向

上など、さらなる成長に向けて注力してまいります。

 (1)不採算案件の未然防止

　ここ数年、当社は不採算案件の発生により、十分な業績をあげることが難しい状況にありました。これを受けて、　当

社では発生した不採算事案の原因分析を徹底的に行うことにより、その再発防止に努めております。

　具体的には、プロジェクト単位での提案審査やリスク管理制度のさらなる強化を図っております。強化策の一環とし

て、案件着手後、早期の段階で、収益が見通し通りに確保できるかを審査する制度を設け、顧客の要望や技術的な難易

度などのリスクを的確に把握し、有効な対策を講じる仕組みを構築いたしました。

 (2)技術力と品質の向上

　当社はシステム開発基盤の強化として、CMMI（※1）取得を目指し、全社共通の開発標準プロセスを定義し、適用を

開始いたしました。これにより、失敗の少ないプロジェクトの推進ができるようになるとともに、継続的に生産性と品

質の改善に取り組める基盤を整えました。

 (3)営業力の強化

　当社はソリューションサービス分野の営業力強化のために、平成18年10月に営業推進本部を設立いたしました。全社

をあげて取り組むソリューションを選定した上で各事業部門の営業部と連携し、幅広い提案型営業を展開しておりま

す。

 (4)利益率の向上

①Deployment型開発モデルの推進

　「exceed’08」の柱の一つであるDeploymentをキーワードに、個別受注案件の生産性向上を図っております。

Deploymentは、全てを手作りで開発するのではなく、当社が蓄積してきたソフトウェアを部品化およびコンポーネント

化するとともに、リファレンスモデル、設計手法や業務ノウハウなどを活用し、生産性と品質の向上を図るシステム構

築の方法です。引き続き、技術基盤の整備を行うとともにDeploymentの適用範囲の拡大を図ってまいります。

②コンサルティング力の拡充

　ここ数年、顧客とシステムインテグレータとの関係は劇的に変化しつつあります。顧客企業のエンドユーザと正対す

るようになった我々システムインテグレータは、コンサルティング能力、専門的な業務知識が必須となっております。

　当社では日本版SOX法（※2）対応に向けた内部統制や保険業務向けを中心としたコンサルタントの養成に加え、平

成19年4月にコンサルティング専門組織として立ち上げたＢＭコンサルタンツ株式会社を上流プロセス強化の先導役

として、ビジネスの上流化に向けた取組みを推進しております。

③原価低減活動

　お客様の投資対効果を重視する姿勢が強まる中、お客様により価値あるサービスを提供するためには、継続的な原価

低減活動が重要であるとの認識をよりいっそう強め、推進してまいります。その一環として、オフショア開発について

もこれまで以上に積極的に取り組んでまいります。

 

　また、当社は、平成20年4月1日の株式移転により、株式会社インテックホールディングスとの経営統合による共同持株会

社「ＩＴホールディングス株式会社」の完全子会社となりました。

  今後は、ＩＴホールディングスグループの中核事業会社として、クロスセリングを積極的に推進するなど、シナジー効果

の創出を牽引することを通じ、企業価値の向上に努めてまいります。

　

※１　CMMI (Capability Maturity Model Integration)

　　ソフトウェア開発の組織能力を評価するための基準として、米国カーネギーメロン大学のソフトウェア工学研究所が開発したプロセス

　　成熟度モデル。国際標準的な指標として普及しています。

　※２　日本版SOX法

　　金融商品取引法に基づき、会計監査制度の充実と企業の内部統制の強化を求める日本の法規制のこと。
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４【事業等のリスク】

当社の事業の状況、経理の状況等において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項について、現時点

で想定される主なものを記載いたしました。なお、本項に含まれる将来に関する事項については、平成20年6月23日現

在において判断したものであります。

(1)事業環境について

金融機関やサービス業などにおける強いＩＴ投資に支えられ、情報サービス産業は引き続き成長するものと予

想されますが、景気の減速感を背景にＩＴ投資に慎重な見方も出始めているほか、顧客のニーズの高度化、海外企

業の参入等により、価格面、技術面等において厳しい競争が続いております。我々の予想を超える市場環境の変化、

情報サービス産業内部の競合状況などにより、当社グループの財政状態や経営成績に影響を与える可能性があり

ます。

(2)ソフトウェア開発

ソフトウェア開発では、契約の受注時に採算性が見込まれるプロジェクトであっても、開発中の大幅な仕様変更

などが発生し、作業工数が当初の見積もり以上に増加することにより、最終的に案件が不採算化することがありま

す。また、当社グループでは複数年にわたるプロジェクトを受注することがありますが、長期のプロジェクトは環

境や技術の変化に応じた諸要件の変更が生じる可能性があると考えられます。このような大幅な仕様変更や諸要

件の変更あるいは品質上のトラブルが発生した場合には、追加コストの発生や損害賠償等により、当社グループの

財務状況や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(3)アウトソーシング事業の安定的稼動

当社グループの主要サービス分野の一つにアウトソーシング事業があり、ソフトウェア開発完成後のシステム

の安定稼動も重要であると考えております。当社グループは運用上の不具合が発生しないように対策を講じてお

りますが、システムの障害によって顧客が要求する水準での安定稼動が実現できなかったときには、経営成績に直

接的な影響を与える可能性があります。

　

 　 (4)アウトソーシング事業に関する大規模災害等について

 　　　　アウトソーシング事業では、東京都、大阪府、愛知県及び栃木県に設置したデータセンタにおいて24時間365日

　　　 稼動のアウトソ－シング業務を行っております。データセンタの建物は耐震構造を採用し、自家発電装置による　　　　

　　　 無停電電源を確保し、防犯設備を完備するなど、想定し得る範囲で様々な設備環境を整備しております。

　　　　 しかし、想定を超えた大規模自然災害や国際紛争・テロ及び重大な犯罪行為等により、データセンタの円滑な

　　　 稼動が阻害されるような事態が発生した場合には、財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

(5)情報セキュリティ　

 　　　  インターネット技術の発展により、利用者の利便性が格段に向上した一方で、個人情報保護をはじめとしたセ

　　　 キュリティ管理が社会全般に厳しく問われるようになりました。情報サービス産業では、顧客の個人情報などの

　　　 機密情報を取り扱う機会が多く、一層慎重な対応が求められています。

　　　　 当社グループでも現時点で様々な対策を講じていますが、万が一サイバーテロや、悪意による情報漏洩、人為

　　　 的なミスなどが発生した場合は経営成績に影響を与えるだけでなく、当社グループの信用に影響を与える可能性

　　　 があります。

(6)パートナー企業

　　　　 当社グループではソフトウェア開発およびアウトソーシング事業などを推進するにあたって、生産性向上や　　　　

　　　 専門性の高いノウハウの活用を目的として、国内外の外部企業に一部業務の委託をしています。それらのパート

　　　 ナー企業には、当社規定に準拠した情報管理など種々のルールの徹底を要請することにあわせ、定期的な審査の　　　

　　　 実施を行っています。

　　　　 このような対策を行っていますが、パートナー企業の事業上での予測せぬ事態の発生により、当社グループの

　　　 財政状態や経営成績に影響を与えるだけでなく、当社グループの信用に影響を与える可能性があります。

 　　

　　(7)優秀な人材の確保

         当社グループは、成長の原動力は人にあると考え、教育制度の充実により、社員の技術力向上に注力し、人事

       制度においても環境整備に取り組んでおります。

         しかしながら、顧客のニーズに応えうる高度なＩＴ専門家としての人材の確保・育成が想定どおり進まない  

       場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
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　　(8)重要な訴訟事件等の発生

当社グループは、社会的に信頼される企業グループであるために、有効なコンプライアンス体制の確立に努めて

おりますが、国内外の事業活動の遂行にあたり、法令などに対する違反の有無にかかわらず、何らかの原因で当社

グループ及びその関係者が民事、刑事、労務問題などの関連で訴訟などを提起される可能性があります。これらの

訴訟などが提起されること、またはその結果によって、当社グループの経営成績及び財政状態などに悪影響を及ぼ

す可能性があります。

 

５【経営上の重要な契約等】

㈱インテックホールディングスとの共同持株会社設立による経営統合

　　　当社と㈱インテックホールディングスは、平成20年2月15日開催の両社臨時株主総会における決議に基づいて、平

　　成20年4月1日に株式移転による共同持株会社「ＩＴホールディングス株式会社」を設立し、経営統合いたしました。

 　　 詳細は、「第５　経理の状況　１連結財務諸表等　(1)連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」及び「第５　

　　経理の状況　２財務諸表等　(1)財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」をご参照下さい。
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６【研究開発活動】

当社グループでは基盤技術センターが中心となり、新技術、新手法等の調査・検証、積極的な社内導入と利活用を継

続的に推進し、生産基盤の一層の強化を図っています。また、米国に本拠地をおくTIS R&D Centerは、当社グループにお

ける最新技術の調査研究拠点として、技術分野や事業部の要請に応じてビジネス面での最新動向を調査、レポートし

ています。当連結会計年度においては、顧客からの要望や現業部門のニーズを踏まえ、Web2.0やSaaSなど業界トレンド

を踏まえた最新技術動向を中心に、約190件の調査報告書を作成しています。

(1) 技術情報の共有と活用の促進

　技術情報の共有とタイムリーな活用を推進するための基盤システムとして、社内ＳＮＳ（Social Network Service）を

コア機能としたTCportal（TIS Communication Portal）を構築し、当社にて運用を開始しました。「Enterprise2.0」という

キーワードが示す様に、これからの企業経営では、ネットワーク技術を最大限に活用した情報共有と活用が不可欠で

す。TCportalにより、当社が持つ様々な技術情報や経験で得た知識等を、随時全社に報告したり検索参照したりするこ

とが可能になりました。また、業務上で必要が生じた場合には、社内の有識者等からタイムリーに技術支援を受けるこ

ともできるようになりました。　

　TCportalはグループ会社にも導入し、グループ全体の情報共有基盤に拡大しています。

また、このシステムは当社が自社開発したソフトウエアであり、このソースコードを企業内ＳＮＳ「ＳＫＩＰ

(Social Knowledge &Innovation Platform)」としてオープンソース化してインターネット上で公開し、様々な企業や団体

にて、自由に、情報共有の促進に活用いただけるようにします。

 

(2) システム運用管理に関するエンジニアリング標準の強化

　ＩＴシステムの運用管理に関する国際標準であるＩＴＩＬを導入し、運用サービス標準の整備、運用業務の「見える

化」、運用設計技術力の強化等を進めています。当連結会計年度は、新たに運用設計ガイドを制定し、当社グループで

システム運用を担当するＴＩＳシステムサービス株式会社と共同で適用を開始しました。運用設計業務の生産性や品

質の向上に大きく寄与しています。

 

(3) ソフトウエア開発に関するエンジニアリング標準の強化

　経済産業省が、情報処理推進機構（ＩＰＡ）の中に設置した、ソフトウエアエンジニアリングセンター（以下、ＳＥ

Ｃ）の活動への参加を中核として、ソフトウエア開発において生産性や品質を強化するための最新技術の調査研究と

当社への技術導入を進めています。ＳＥＣには専任の研究員を出向させるとともに、企業向けのソフトウエア開発を

対象とした６つの研究部会に当社の技術者が参加しています。

　また、当連結会計年度から大手システムインテグレータ９社で共同研究を行う「実践的アプローチに基づく要求仕

様の発注者ビュー検討会」に参加し、お客様にわかりやすい仕様書の記述方法と合意を得る方法を研究しています。

この研究会の成果として公表された、発注者ビューガイドラインの画面編、システム振舞い編、データモデル編の策定

に尽力しています。

　なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は189百万円であります。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準にしたがって作成

しております。連結財務諸表の作成にあたっては、決算日における見積り及び予測が必要であります。当社グループ

は、過去の実績および現在の状況を踏まえ、合理的と判断される前提に基づき、継続的に見積り及び予測を実施して

おります。

・繰延税金資産

 　　　 繰延税金資産の計上は、将来の課税所得の見積りによっております。

　

・退職給付引当金　

　従業員に対する退職給付引当金は、保険数理計算に基づき算定しております。退職給付債務の計算は前提とする割

引率、報酬水準の増加率や従業員の平均勤務期間に影響されます。当社グループで用いる割引率は、主に格付けが一

定以上の債券利回りを基に決定しており、報酬水準の増加率及び従業員の平均勤務期間については当社グループの

過去の実績に基づいております。

・貸倒引当金

　当社グループでは、過去の貸倒実績率に基づいて一般債権に対する貸倒引当金を計上しております。また、回収に

あたって重大な問題があるかまたは生じる可能性の高い債権に対しては、個別に回収可能性を判断したうえで個別

貸倒見積額を計上しております。

・その他有価証券の減損

　当社グループでは、平成20年３月31日現在、その他有価証券24,395百万円を保有しております。これら有価証券につ

きましては原則として投資価値が下落し、かつ回復可能性が見込めなくなった時点で評価減を実施しております。

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

　当連結会計年度の経営成績は、「１　業績等の概要　(1)業績」に記載のとおり、売上高は199,261百万円（前期比

5.8％減）、営業利益は10,432百万円（前期は0百万円の営業損失）、経常利益は11,170百万円（前期比818.4％増）、

当期純利益は4,153百万円（前期は818百万円の当期純損失）となりました。
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(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

①　貸借対照表

１）資産の部

　当連結会計年度末における資産の部は、前連結会計年度末174,455百万円から7,591百万円減少し166,863百万円

となりました。主な要因は、たな卸資産の増加4,004百万円などがあった一方で、受取手形及び売掛金の減少△

8,097百万円、時価評価額の減少等による投資有価証券の減少△7,740百万円などがあったためであります。

２）負債の部

　当連結会計年度末における負債の部は、前連結会計年度末81,272百万円から8,040百万円減少し73,231百万円と

なりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少△5,430百万円、受注損失引当金の減少△5,139百万円など

があったためであります。

３）純資産の部

　当連結会計年度末における純資産の部は、前連結会計年度末93,183百万円から448百万円増加し93,632百万円

となりました。主な要因は当期純利益による増加4,153百万円などがあった一方で、その他有価証券評価差額金

の減少△3,271百万円などがあったためであります。

②　キャッシュ・フロー

　当社グループの資金状況は、「１　業績等の概要　(2）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおり、営業活動に

おいて8,537百万円の増加、投資活動において7,780百万円の減少、財務活動において366百万円の減少となりまし

た。この結果、当連結会計年度末における資金は、前連結会計年度末に比べて393百万円増加し、24,648百万円とな

りました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社グループでは、当連結会計年度において、アウトソーシングサービス事業強化のための設備増強などで、計6,454

百万円を投資しました。なお、当社の企業集団は、顧客のニーズに応じた情報システムの企画からソフトウェアの開

発、ハードウェアの選定及びシステムの運用など、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、不可分の営業

形態でありますので、設備の状況を事業区分に関連付けて記載しておりません。

　また、当社グループは、無形固定資産の額が大きいため、設備投資等の金額に無形固定資産を含めております。

２【主要な設備の状況】

(1) 提出会社
 平成20年３月31日現在

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数

(名)建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他
(注)

合計

大阪本社

(大阪府吹田市)
事務所及び設備 253 29

―

(―)
77 361 600

大阪センター

(大阪府吹田市)
〃 4,137 267

798

(3,662)
396 5,599 2

東京本社

(東京都港区)
〃 636 91

―

(―)
302 1,031 1,181

竹芝サウスタワー

(東京都港区)
〃 31 11

―

(―)
0 42 377

東京第１センター

(東京都江東区)
〃 4,794 538

1,419

(3,306)
120 6,873 ―

東京第２センター

(東京都江東区)
〃 1,845 147

―

(―)
88 2,081 ―

東京第３センター

(東京都江東区)
〃 4,959 319

2,826

(6,236)
118 8,223 ―

中部事業部

(名古屋市西区)
〃 5 1

―

(―)
1 8 84

九州支社

(福岡市博多区)
〃 2 1

―

(―)
0 4 18

その他 寮・社宅・保養所等 1,498 157
1,436

(6,492)
49 3,141 495

計 　 18,164 1,566
6,480

(19,698)
1,156 27,367 2,757

　（注）　１　金額に消費税等は含まれておりません。

　　　　　２　「その他」には無形固定資産（主としてソフトウェア）を含んでおります。

　　　　　３　上記以外の主な賃借及びリース設備は、下記のとおりであります。

 　　　　　　　(１)賃借設備

事業所名 設備の内容 期間
年間賃借料又は
リース料

(百万円)

東京本社

(東京都港区)
事務所 ――― 1,231

東京第２センター

(東京都江東区)
データセンター ――― 435

大阪本社

(大阪府吹田市)
事務所 ――― 333

ヨコソーレインボータワー

(東京都港区)
〃 ――― 235

竹芝サウスタワー

(東京都港区)
〃 ――― 138

(2) リース設備
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名称 台数 期間
年間賃借料又は
リース料

(百万円)

賃借又はリース
契約残高

(百万円)

ストレージ機器

(リース)
１セット ５年間 93 287

富士通メインフレーム

(リース)
１セット ５年間 49 179

ＣＰＵ

(リース)
１セット ３年間 145 157

レーザープリンタ

(リース)
１セット ５年間 13 40

ストレージ機器

(リース)
１セット ４年間 111 28

ストレージ機器

(リース)
１セット ３年間 12 17

(2) 国内子会社
平成20年３月31日現在

会社名 設備の内容
帳簿価額（百万円）

従業員数
(名)

貸与資産 その他 合計

ＴＩＳリース㈱ 貸与資産及び事務用備品 5,476 8 5,484
15 (1)

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容
帳簿価額（百万円）

従業員数
(名)

建物及び構築物 その他 合計

クオリカ㈱
本社・事務所

(東京都江東区他)
事務所及び設備 89 369 459 721 (16)　　　

　

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数

(名)
建物及び構築物

土地
(面積千㎡)

その他 合計

㈱アグレックス

本社・事務所

(東京都新宿区他)
事務所及び設備 136

―

 (―)
 

405 541
1,001(398)

データセンター 事務所及び設備 136
―

 (―)
305 441

603(1,272)

その他
寮・社宅・保養

所等
38

205

(1,007)
0 244 ―(―) 

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数

(名)
建物及び構築物

機械装置
及び運搬具

その他 合計

㈱ユーフィット

本社・事務所

(名古屋市中区他)
事務所及び設備 585 1,113 744 2,444

1,020(29)　

データセンター 事務所及び設備 922 661 105 1,689
38(5)　

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数

(名)
建物及び構築物

機械装置
及び運搬具

その他 合計

ＡＪＳ㈱
本社・事務所

(東京都墨田区他)
事務所及び設備 191 121 772 1,086

308 (―)

　（注) １　金額に消費税等は含まれておりません。

２　上記以外の連結会社の設備の状況については、設備の規模が非常に小さいため、記載を省略しております。

３　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員を表示しております。

４　「その他」には無形固定資産（主としてソフトウェア）を含んでおります。

３【設備の新設、除却等の計画】
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　当社の企業集団の設備投資については、需要予測、利益に対する投資割合等を総合的に勘案・計画しており、設備計

画は原則的に提出会社を中心に行っております。

　当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係る投資予定額は、13,200百万円でありますが、その所要

資金については、自己資金及び借入金による資金を充当する予定であります。

　重要な設備の新設等の計画のうち主なものは、以下のとおりであります。

(1) 重要な設備の新設等

会社名
事業所名
(所在地) 設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定
年月総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

 提出会社

 大阪第１センター  造作等 1,050 ―  自己資金 20.4 21.3

 大阪第２センター  造作等 1,645 ―  自己資金 20.4 21.3

 東京第１センター  造作等 954 ―  自己資金 20.4 21.3

 東京第２センター  造作等 498 ―  自己資金 20.4 21.3

 東京第３センター  造作等 818 ―  自己資金 20.4 21.3

 東京・大阪センター
 コンピュ

 ータ設備
977 ―  自己資金 20.4 21.3

 ＴＩＳ

 リース㈱
 東京都港区  貸与資産 3,000 ―

 自己資金

 借入金
20.4 21.3

 ㈱ユーフ

 ィット
 名古屋市中区

 維持更新

 等
668 ―  自己資金 20.4 21.3

　（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．上記内容については、各種設備が複合的に含まれており、完成後の増加能力を具体的に計算することは

　　　　　　困難であるため、当該事項については記載しておりません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 82,400,000

計 82,400,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成20年６月23日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 45,336,787 45,336,787 ―　 ―

計 45,336,787 45,336,787 ― ―

　（注）　1.提出日現在の株式数には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使

により発行された株式数は含まれておりません。

　2.当社は、平成20年３月16日に大阪証券取引所市場第一部への上場を、平成20年３月26日に東京証券取引

所市場第一部への上場をそれぞれ廃止しております。

3.当社株式を譲渡または取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。

　

（２）【新株予約権等の状況】

株主総会の特別決議（平成15年６月27日）

　
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数（個）  3,159 （注）１ ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ―

新株予約権の目的となる株式の数（株）  315,900（注）２ ―

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株につき　2,750 ―

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日から

平成20年12月31日まで
―

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　2,750

資本組入額　1,375
―

新株予約権の行使の条件 （注）３ ―

新株予約権の譲渡に関する事項
取締役会の承認を要する

ものとします。
―

代用払込みに関する事項  ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ― ―　

　（注）１①新株予約権１個につき当社普通株式100株とします。

②「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、定時株主総会決議における新株発行予定

数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただ

し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却していない新株予約権の目的たる株

式の数においてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし

ます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と合併を行う場合、当社が株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分割

を行う場合で、当社が必要と認めた場合には、当社は目的たる株式の数の調整を行うことができます。この場
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合においては、上記ただし書きの規定を準用するものとします。

３①新株予約権者は、以下の期間毎に、割り当てられた新株予約権の一部または全部を行使することができるも

のとします。ただし、行使可能な株式数が１単元の株式数またはその整数倍に満たない場合、１単元未満の株

式数を切り上げ、単元株式数の整数倍の株式数につき権利を行使することができるものとします。

(ⅰ) 平成17年７月１日から平成17年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の４分の

１について権利を行使することができるものとします。

(ⅱ) 平成18年１月１日から平成18年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の２分の

１について権利を行使することができるものとします。

(ⅲ) 平成19年１月１日から平成19年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の４分の

３について権利を行使することができるものとします。

(ⅳ) 平成20年１月１日から平成20年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数のすべて

について権利を行使することができるものとします。

②新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役もしくは使用人または当社子会社の取締役、

執行役員もしくは使用人であることを要するものとします。ただし、平成17年７月１日以後、新株予約権者が

取締役、執行役員または使用人の地位を喪失した場合、以下の各号に定める事由に基づく場合には、権利行使

期間内及び以下の各号の規定の範囲内で、本新株予約権を行使することができるものとします。

(ⅰ) 新株予約権者である取締役または執行役員が、辞任もしくは任期満了により取締役もしくは執行役員の

地位を喪失した場合、または取締役の地位を喪失後に執行役員もしくは使用人の地位を喪失した場合、

その地位を喪失した日から２年以内に限り、前記①の定めにかかわらず、割り当てられた新株予約権の

全部を行使することができるものとします。
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(ⅱ) 新株予約権者である使用人が、転籍出向を理由として退職した場合、退職の日から２年以内に限り、前記

①の定めにかかわらず、割り当てられた新株予約権の全部を行使することができるものとします。

(ⅲ) 新株予約権者である使用人が、当社就業規則第42条（定年退職）または当社子会社就業規則第44条（定

年退職）の規定によりその地位を喪失した場合、その地位を喪失した日から１年以内に限り、退職時に

行使できた株式数の範囲内で、割り当てられた新株予約権を行使することができるものとします。

③新株予約権者である使用人が、欠勤または当社就業規則第38条第１項第２号ないし第４号、第２項及び第３

項の規定もしくは当社子会社就業規則第40条第１項第２号ないし第４号、第２項および第３項の規定に基づ

く休職（以下「休職」といいます。）をしている場合には、以下の各号の規定に従うものとします。

(ⅰ) 新株予約権者である使用人が、欠勤または休職をしている場合、その期間中に限り、本新株予約権を行使

できないものとします。

(ⅱ) 新株予約権者である使用人が、新株予約権の発行の日から権利を行使する時までの間に、連続して12か月

以上にわたり、欠勤または休職をしている場合（連続する欠勤と休職とを合計して連続12か月以上と

なる場合を含みます。）、前号の規定にかかわらず、本新株予約権を行使できないものとします。

④平成17年７月１日以後、新株予約権者が死亡を理由として退職した場合、当該新株予約権者の相続人は、相続

開始後１年以内に限り、当該新株予約権者が相続開始時に行使できた株式数の範囲内で、本新株予約権を行

使することができるものとします。

⑤当社が、本新株予約権の目的たる株式の数の調整または払込金額の調整を行う場合で、当社が必要と判断し

た場合には、当社は、合理的かつ必要な範囲内で、本新株予約権の行使を制限することができます。

⑥当社が他社と合併を行う場合、未行使の新株予約権はかかる合併にかかる契約の定めに従うものとします。

⑦その他権利行使の条件については、本総会以後に開催される取締役会決議により決定し、新株予約権者との

間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。

⑧新株予約権の消却事由及び条件

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議

案および株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することがで

きるものとします。

(ⅱ) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を行

使できないものが生じた場合（前記①の場合を除きます。）、当社は当該新株予約権については無償で

消却することができるものとします。

４　平成20年４月１日、株式移転による完全親会社「ＩＴホールディングス株式会社」の設立に伴い、同日付で新

株予約権は同社に承継されております。
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株主総会の特別決議（平成16年６月25日）

　
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数（個）  3,630（注）１ 　―

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 　―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 　―

新株予約権の目的となる株式の数（株）  363,000（注）２ 　―

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株につき　4,750 　―

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から

平成21年12月31日まで
　―

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　4,750

資本組入額　2,375
　―

新株予約権の行使の条件 （注）３ 　―

新株予約権の譲渡に関する事項
取締役会の承認を要する

ものとします。
　―

代用払込みに関する事項  ― 　―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ― 　―

　（注）１①新株予約権１個につき当社普通株式100株とします。

②「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、定時株主総会決議における新株発行予定

数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただ

し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却していない新株予約権の目的たる株

式の数においてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし

ます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と合併を行う場合、当社が株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分割

を行う場合で、当社が必要と認めた場合には、当社は目的たる株式の数の調整を行うことができます。この場

合においては、上記ただし書きの規定を準用するものとします。

３①新株予約権者は、以下の期間毎に、割り当てられた新株予約権の一部または全部を行使することができるも

のとします。ただし、行使可能な株式数が１単元の株式数またはその整数倍に満たない場合、１単元未満の株

式数を切り上げ、単元株式数の整数倍の株式数につき権利を行使することができるものとします。

(ⅰ) 平成18年７月１日から平成18年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の４分の

１について権利を行使することができるものとします。

(ⅱ) 平成19年１月１日から平成19年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の２分の

１について権利を行使することができるものとします。

(ⅲ) 平成20年１月１日から平成20年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の４分の

３について権利を行使することができるものとします。

(ⅳ) 平成21年１月１日から平成21年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数のすべて

について権利を行使することができるものとします。

②新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役もしくは使用人または当社子会社の取締役、

執行役員もしくは使用人であることを要するものとします。ただし、平成18年７月１日以後、新株予約権者が

取締役、執行役員または使用人の地位を喪失した場合、以下の各号に定める事由に基づく場合には、権利行使

期間内及び以下の各号の規定の範囲内で、本新株予約権を行使することができるものとします。

(ⅰ) 新株予約権者である取締役または執行役員が、辞任もしくは任期満了により取締役もしくは執行役員の

地位を喪失した場合、または取締役の地位を喪失後に執行役員もしくは使用人の地位を喪失した場合、

その地位を喪失した日から２年以内に限り、前記①の定めにかかわらず、割り当てられた新株予約権の

全部を行使することができるものとします。
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(ⅱ) 新株予約権者である使用人が、転籍出向を理由として退職した場合、退職の日から２年以内に限り、前記

①の定めにかかわらず、割り当てられた新株予約権の全部を行使することができるものとします。

(ⅲ) 新株予約権者である使用人が、当社就業規則第42条（定年退職）または当社子会社就業規則第44条（定

年退職）の規定によりその地位を喪失した場合、その地位を喪失した日から１年以内に限り、退職時に

行使できた株式数の範囲内で、割り当てられた新株予約権を行使することができるものとします。

③新株予約権者である使用人が、欠勤または当社就業規則第38条第１項第２号ないし第４号、第２項及び第３

項の規定もしくは当社子会社就業規則第40条第１項第２号ないし第４号、第２項および第３項の規定に基づ

く休職（以下「休職」といいます。）をしている場合には、以下の各号の規定に従うものとします。

(ⅰ) 新株予約権者である使用人が、欠勤または休職をしている場合、その期間中に限り、本新株予約権を行使

できないものとします。

(ⅱ) 新株予約権者である使用人が、新株予約権の発行の日から権利を行使する時までの間に、連続して12か月

以上にわたり、欠勤または休職をしている場合（連続する欠勤と休職とを合計して連続12か月以上と

なる場合を含みます。）、前号の規定にかかわらず、本新株予約権を行使できないものとします。

④平成18年７月１日以後、新株予約権者が死亡を理由として退職した場合、当該新株予約権者の相続人は、相続

開始後１年以内に限り、当該新株予約権者が相続開始時に行使できた株式数の範囲内で、本新株予約権を行

使することができるものとします。

⑤当社が、本新株予約権の目的たる株式の数の調整または払込金額の調整を行う場合で、当社が必要と判断し

た場合には、当社は、合理的かつ必要な範囲内で、本新株予約権の行使を制限することができます。

⑥当社が他社と合併を行う場合、未行使の新株予約権はかかる合併にかかる契約の定めに従うものとします。

⑦その他権利行使の条件については、本総会以後に開催される取締役会決議により決定し、新株予約権者との

間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。

⑧新株予約権の消却事由及び条件

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議

案および株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することがで

きるものとします。

(ⅱ) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を

　   行使できないものが生じた場合（前記①の場合を除きます。）、当社は当該新株予約権については無 

     償で消却することができるものとします。

４　平成20年４月１日、株式移転による完全親会社「ＩＴホールディングス株式会社」の設立に伴い、同日付で新

株予約権は同社に承継されております。
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株主総会の特別決議（平成17年６月24日）

　
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数（個）  3,611（注）１ ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―　

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ―　

新株予約権の目的となる株式の数（株）  361,100（注）２ ―　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株につき　4,014 ―　

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から

平成22年12月31日まで
―　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　4,014

資本組入額　2,007
―　

新株予約権の行使の条件 （注）３ ―　

新株予約権の譲渡に関する事項
取締役会の承認を要する

ものとします。
―　

代用払込みに関する事項  ― ―　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ― ―　

　（注）１①新株予約権１個につき当社普通株式100株とします。

②「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、定時株主総会決議における新株発行予定

数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただ

し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却していない新株予約権の目的たる株

式の数においてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし

ます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、当社が他社と合併を行う場合、当社が株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分割

を行う場合で、当社が必要と認めた場合には、当社は目的たる株式の数の調整を行うことができます。この場

合においては、上記ただし書きの規定を準用するものとします。

３①新株予約権者は、以下の期間毎に、割り当てられた新株予約権の一部または全部を行使することができるも

のとします。ただし、行使可能な株式数が１単元の株式数またはその整数倍に満たない場合、１単元未満の株

式数を切り上げ、単元株式数の整数倍の株式数につき権利を行使することができるものとします。

(ⅰ) 平成19年７月１日から平成19年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の４分の

１について権利を行使することができるものとします。

(ⅱ) 平成20年１月１日から平成20年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の２分の

１について権利を行使することができるものとします。

(ⅲ) 平成21年１月１日から平成21年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の４分の

３について権利を行使することができるものとします。

(ⅳ) 平成22年１月１日から平成22年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数のすべて

について権利を行使することができるものとします。

②新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役もしくは使用人または当社子会社の取締役、

執行役員もしくは使用人であることを要するものとします。ただし、平成19年７月１日以後、新株予約権者が

取締役、執行役員または使用人の地位を喪失した場合、以下の各号に定める事由に基づく場合には、権利行使

期間内及び以下の各号の規定の範囲内で、本新株予約権を行使することができるものとします。

(ⅰ) 新株予約権者である取締役または執行役員が、辞任もしくは任期満了により取締役もしくは執行役員の

地位を喪失した場合、または取締役の地位を喪失後に執行役員もしくは使用人の地位を喪失した場合、

その地位を喪失した日から２年以内に限り、前記①の定めにかかわらず、割り当てられた新株予約権の

全部を行使することができるものとします。
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(ⅱ) 新株予約権者である使用人が、転籍出向を理由として退職した場合、退職の日から２年以内に限り、前記

①の定めにかかわらず、割り当てられた新株予約権の全部を行使することができるものとします。

(ⅲ) 新株予約権者である使用人が、当社就業規則第42条（定年退職）または当社子会社就業規則第44条（定

年退職）の規定によりその地位を喪失した場合、その地位を喪失した日から１年以内に限り、退職時に

行使できた株式数の範囲内で、割り当てられた新株予約権を行使することができるものとします。

③新株予約権者である使用人が、欠勤または当社就業規則第38条第１項第２号ないし第４号、第２項及び第３

項の規定もしくは当社子会社就業規則第40条第１項第２号ないし第４号、第２項および第３項の規定に基づ

く休職（以下「休職」といいます。）をしている場合には、以下の各号の規定に従うものとします。

(ⅰ) 新株予約権者である使用人が、欠勤または休職をしている場合、その期間中に限り、本新株予約権を行使

できないものとします。

(ⅱ) 新株予約権者である使用人が、新株予約権の発行の日から権利を行使する時までの間に、連続して12か月

以上にわたり、欠勤または休職をしている場合（連続する欠勤と休職とを合計して連続12か月以上と

なる場合を含みます。）、前号の規定にかかわらず、本新株予約権を行使できないものとします。

④平成19年７月１日以後、新株予約権者が死亡を理由として退職した場合、当該新株予約権者の相続人は、相続

開始後１年以内に限り、当該新株予約権者が相続開始時に行使できた株式数の範囲内で、本新株予約権を行

使することができるものとします。

⑤当社が、本新株予約権の目的たる株式の数の調整または払込金額の調整を行う場合で、当社が必要と判断し

た場合には、当社は、合理的かつ必要な範囲内で、本新株予約権の行使を制限することができます。

⑥当社が他社と合併を行う場合、未行使の新株予約権はかかる合併にかかる契約の定めに従うものとします。

⑦その他権利行使の条件については、本総会以後に開催される取締役会決議により決定し、新株予約権者との

間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。

⑧新株予約権の消却事由及び条件

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議

案および株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することがで

きるものとします。

(ⅱ) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を

　　 行使できないものが生じた場合（前記①の場合を除きます。）、当社は当該新株予約権については無

　　 償で消却することができるものとします。

４　平成20年４月１日、株式移転による完全親会社「ＩＴホールディングス株式会社」の設立に伴い、同日付で新

株予約権は同社に承継されております。

（３）【ライツプランの内容】

 　　　　該当事項はありません。　　
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成15年４月１日～

平成16年３月31日

（注）１

1,521,205 45,302,752 1,707 23,046 1,706 22,373

平成16年４月１日～

平成17年３月31日

（注）１

17,530 45,320,282 33 23,079 33 22,406

平成17年４月１日～

平成18年３月31日

（注）１

3,730 45,324,012 5 23,084 5 22,412

 平成18年４月１日～

 平成19年３月31日

 （注）１、２

2,400 45,326,412 3 23,088 3 22,415

 平成19年４月１日～

 平成20年３月31日

 （注）１、２

10,375 45,336,787 22 23,110 22 22,438

　（注）１　新株予約権の行使（旧商法に基づき発行された転換社債の転換及び新株引受権の権利行使を含む。）による増

加であります。

２　平成20年４月１日から平成20年５月31日までの間に、新株予約権の行使（旧商法に基づき発行された転換社

債の転換及び新株引受権の権利行使を含む。）はありません。

（５）【所有者別状況】

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― 54 28 202 237 8 6,993 7,522 ―

所有株式数

（単元）
― 228,043 6,283 67,195 100,741 28 50,851 453,141 22,687

所有株式数の

割合（％）
― 50.3 1.4 14.8 22.3 0.0 11.2 100.0 ―

　（注）１　自己株式 10,885株は、「個人その他」に 108単元「単元未満株式の状況」に 85株含まれております。

２　「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が 4単元含まれております。

EDINET提出書類

ＴＩＳ株式会社(E04812)

有価証券報告書

 29/122



（６）【大株主の状況】

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（注）５
東京都中央区晴海１丁目８番11号 7,916 17.5

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（注）５
東京都港区浜松町２丁目11番３号 6,638 14.6

資産管理サービス信託銀行株

式会社（注）５
東京都中央区晴海１丁目８番12号 2,447 5.4

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

（注）１
東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,242 2.7

株式会社大林組 大阪市中央区北浜東４番33号 1,161 2.6

株式会社ジェーシービー 東京都港区南青山５丁目１番22号 1,161 2.6

三信株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目６番１号 1,149 2.5

ゴールドマンサックスイン

ターナショナル（注）２

（常任代理人　ゴールドマン

・サックス証券株式会社）

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.

K

（東京都港区六本木６丁目10番１号）

978 2.2

野村信託銀行株式会社

（注）４、５

東京都千代田区大手町２丁目２番２号

　
976 2.2

ＴＩＳ職員持株会 東京都港区海岸１丁目14番５号 595 1.3

計 ― 24,267 53.5

（注）１. 平成19年11月19日付で、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから５社連名による大量保有報告書の

変更報告書の提出があり、平成19年11月12日現在で株式を所有している旨の報告を受けておりますが、うち２社

（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、ＵＦＪニコス株式会社）を除く以下３社の株式については、当社として当事業

年度末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記には含めておりません。
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氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する所
有株式数の割合（％）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 1,137 2.5

三菱ＵＦＪ証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目４番１号 75 0.2

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 362 0.8

計 ― 1,575 3.5

２.平成19年12月６日付でゴールドマン・サックス証券株式会社から２社連名による大量保有報告書の変更報告書

の提出があり、平成19年11月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当

事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する所
有株式数の割合（％）

Goldman Sachs Asset Management,L.P. 32 Old Slip,New York,New York,10005

U.S.A.
1,592 3.5

Goldman Sachs & Co. 85 Broad Street,New York 10004,

U.S.A. 
132 0.3

計 ― 1,725 3.8

３.平成20年３月24日付でフィデリティ投信株式会社から大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平成20年３　

月14日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における

実質所有株式数の確認ができないため、上記には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する所
有株式数の割合（％）

フィデリティ投信株式会社 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 3,668 8.1

４．平成20年３月13日付で野村證券株式会社から４社連名による大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平

成20年３月６日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在

における実質所有株式数の確認ができないため、上記には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する所
有株式数の割合（％）

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９番１号 44 0.1

NOMURA INTERNATIONAL PLC Nomura House 1,St.Martin’

 s-le Grand London EC1A 4NP,England　
311 0.7

NOMURA SECURITIES INTERN

ATIONAL,Inc.

2 World Financial Center,Building

B New York,N.Y.10281-1198
28 0.1

野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋１丁目12番１号 5,435 12.0

計 ― 5,820 12.8

　

５.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 7,916千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 6,638千株

資産管理サービス信託銀行株式会社 2,447千株

野村信託銀行株式会社 976千株　
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  　 10,800 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 45,303,300 453,033 ―

単元未満株式 普通株式 　　22,687 ― ―

発行済株式総数 45,336,787 ― ―

総株主の議決権 ― 453,033 ―

　(注) 　「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が 400株（議決権4個）含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数
の合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

ＴＩＳ株式会社

大阪府吹田市江の

木町11番30号
10,800 ― 10,800 0.0

計 ― 10,800 ― 10,800 0.0

　(注) 　なお、当該株式は、上記「①発行済株式」の「完全議決権株式（自己株式等）」の欄に含めています。
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（８）【ストックオプション制度の内容】

　当該制度の内容は次のとおりです。

イ　平成15年６月27日開催の第32期定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容

　当社は新株予約権によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、当社の取締役及び使用人並

びに当社子会社の取締役、執行役員及び使用人の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を高めるとともに、優秀

な人材を確保し、企業価値向上に資することを目的として、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ

21の規定に基づき、平成15年６月27日開催の第32期定時株主総会終結時に在任する取締役及び同総会終結時に在

籍する使用人のうち一定の者並びに同総会終結時に在任する当社子会社の取締役、執行役員及び同総会終結時に

在籍する使用人のうち一定の者に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、同総会におい

て特別決議されたものであります。

　当該制度の内容は次のとおりです。

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 18

当社使用人 530

当社子会社取締役 3

当社子会社執行役員 2

当社子会社使用人 8

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 401,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ―

ロ　平成16年６月25日開催の第33期定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容

　当社は新株予約権によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、当社の取締役及び使用人並

びに当社子会社の取締役、執行役員及び使用人の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を高めるとともに、優秀

な人材を確保し、企業価値向上に資することを目的として、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ

21の規定に基づき、平成16年６月25日開催の第33期定時株主総会終結時に在任する取締役及び同総会終結時に在

籍する使用人のうち一定の者並びに同総会終結時に在任する当社子会社の取締役、執行役員及び同総会終結時に

在籍する使用人のうち一定の者に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、同総会におい

て特別決議されたものであります。

　当該制度の内容は次のとおりです。

決議年月日 平成16年６月25日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 16

当社使用人 568

当社子会社取締役 3

当社子会社執行役員 2

当社子会社使用人 12

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 425,600

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ―

ハ　平成17年６月24日開催の第34期定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容

　当社は新株予約権によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、当社の取締役及び使用人並

びに当社子会社の取締役、執行役員及び使用人の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を高めるとともに、優秀

な人材を確保し、企業価値向上に資することを目的として、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ
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21の規定に基づき、平成17年６月24日開催の第34期定時株主総会終結時に在任する取締役及び同総会終結時に在

籍する使用人のうち一定の者並びに同総会終結時に在任する当社子会社の取締役、執行役員及び同総会終結時に

在籍する使用人のうち一定の者に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、同総会におい

て特別決議されたものであります。

　当該制度の内容は次のとおりです。

決議年月日 平成17年６月24日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 16

当社使用人 605

当社子会社取締役 2

当社子会社執行役員 2

当社子会社使用人 15

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 410,100

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ―
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２【自己株式の取得等の状況】

  【株式の種類等】　　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

　　

 　　　（１）【株主総会決議による取得の状況】　

　 　　　 該当事項はありません。

 　（２）【取締役会決議による取得の状況】　

 　　　　　　 該当事項はありません。

       （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】　

　

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

 当事業年度における取得自己株式 814 1,827,970

 当期間における取得自己株式 ― ―

 （注）　平成20年４月１日、株式移転による完全親会社「ＩＴホールディングス株式会社」の設立に伴い、当期間におけ

る単元未満株式の買取り等による取得自己株式はありません。

 　　　

 　　　（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】　

 

当事業年度 当期間 

区分  処分価額の総額  処分価額の総額

 株式数（株） （円） 株式数（株） （円）

     

引き受ける者の募集を行った
― ― ― ―

取得自己株式

消却の処分を行った
― ― ― ―

取得自己株式

合併、株式交換、会社分割
― ― ― ―

に係る移転を行った取得自己株式

その他
― ― 10,885 20,409,375

（親会社株式への移転）

保有自己株式数 10,885 ― ― ―

 （注）　平成20年４月１日、株式移転による完全親会社「ITホールディングス株式会社」の設立に伴い、「自己株式」は

「親会社株式」に移転しております。
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３【配当政策】

　当社の利益配分に関する基本方針は、長期的な投資に値する企業として、株主への配当を安定的に継続することであ

ります。

　上記の方針を踏まえて、当社は、当期末を基準日とする配当金を17円といたしました。平成19年９月末を基準日とす

る実施済みの配当金とあわせた年間配当金は27円となり、これらの配当の決定機関は、取締役会及び定時株主総会で

あります。

　また、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

　配当方針に関しましては従前と同様、中間期末日及び期末日を基準とした年間２回の配当を行う予定です。

　　　なお、第37期の剰余金の配当は以下のとおりです。

決議年月日
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）

  平成19年11月5日

　取締役会決議
453 10

  平成20年６月20日

　定時株主総会決議
770 17

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円） 5,040 4,950 4,230 3,690 3,160

最低（円） 1,501 3,530 2,320 2,260 1,482

　（注）　１　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　２　当社は、平成20年３月26日に東京証券取引所市場第一部への上場を廃止しております。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 2,310 2,250 2,395 1,959 1,980 2,080

最低（円） 1,900 1,769 1,906 1,482 1,671 1,745

　（注）　１　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

２　当社は、平成20年３月26日に東京証券取引所市場第一部への上場を廃止しております。　
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
 任期
　

所有株式数
（千株）

取締役会長

代表取締役
　 岡本　晋 昭和18年５月12日生

昭和50年10月 当社入社

平成２年６月 当社取締役　総合企画部長

平成４年４月 当社常務取締役　総合企画部長

平成８年６月 当社代表取締役　専務取締役　企画

本部長兼管理本部長

平成９年６月 当社代表取締役　専務取締役　社長

室長、企画本部長兼コンサルティン

グ室担当

平成11年４月 当社代表取締役　専務取締役　社長

室長、企画本部長

平成13年６月 当社代表取締役　専務取締役　社長

室長、企画本部長兼同本部国際部長

兼管理本部長兼業務本部長兼ｉＤ

Ｃ事業部長

平成15年４月 当社代表取締役　専務取締役　企画

担当、考査室担当兼社長室長兼国際

部長

平成16年４月 当社代表取締役　取締役社長

平成18年10月 当社代表取締役　取締役社長　営業

推進本部長

平成20年４月 当社代表取締役　取締役会長(現任)

（他の法人等の代表状況）

平成20年４月 ＩＴホールディングス株式会社

代表取締役社長(現任)

（注）２ ―

取締役社長

代表取締役
　 藤宮　宏章 昭和22年１月31日生

昭和53年12月 当社入社

平成６年６月 当社取締役　西日本システム販売事

業部名古屋支社長

平成11年６月 当社常務取締役　金融・カード事業

統括本部金融・カード第２事業部

長

平成14年４月 当社取締役　コマツソフト株式会社

（現　クオリカ株式会社）副社長執

行役員

平成14年６月 当社取締役　コマツソフト株式会社

（現　クオリカ株式会社）代表取締

役　取締役副社長

平成16年３月 当社取締役退任

平成16年４月 クオリカ株式会社　代表取締役社長

平成20年３月 同社取締役退任

平成20年４月 当社代表取締役　取締役社長（現

任）

（注）２ ―

 

EDINET提出書類

ＴＩＳ株式会社(E04812)

有価証券報告書

 37/122



役名 職名 氏名 生年月日 略歴
 任期
　

所有株式数
（千株）

取締役副社長

代表取締役

ビジョン21推

進室担当、北

京駐在員事務

所担当、営業

推進本部長　

前西　規夫 昭和24年４月19日生

昭和47年４月 当社入社

平成８年６月 当社取締役　管理本部人事部長

平成11年４月 当社取締役　産業事業統括本部産業

第２事業部長

平成13年６月 当社常務取締役　産業事業統括本部

産業第２事業部長

平成15年４月 当社常務取締役　産業第２事業部長

平成16年４月 当社代表取締役　専務取締役　企画

担当、ビジョン21推進室担当、考査

室担当兼社長室長兼国際部長

平成17年４月 当社代表取締役　専務取締役　企画

担当、営業企画担当、ビジョン21推

進室担当、考査室担当兼社長室長兼

国際部長 

平成17年10月 当社代表取締役　専務取締役　企画

担当、営業企画担当、ビジョン21推

進室担当兼社長室長兼国際部長

平成18年４月 当社代表取締役　専務取締役　事業

統括本部長、セキュアワン室担当

平成18年10月 当社代表取締役　専務取締役　営業

推進本部副本部長、事業統括本部

長、セキュアワン室担当

平成19年４月 当社代表取締役　専務取締役　営業

推進本部副本部長、事業統括本部長

平成20年４月 当社代表取締役　取締役副社長　ビ

ジョン21推進室担当、北京駐在員事

務所担当、営業推進本部長（現任）

（注）２ ―

専務取締役

金融・カード

事業統括本部

長兼カード第

1事業部長

桑野　徹 昭和27年５月３日生

昭和51年４月 当社入社

平成12年６月 当社取締役　産業事業統括本部産業

第１事業部副事業部長

平成13年４月 当社取締役　産業事業統括本部産業

第１事業部長

平成15年４月 当社取締役　金融・カード第１事業

部プロジェクト推進室長

平成16年４月 当社常務取締役　プロジェクト推進

室担当

平成17年10月 当社常務取締役　カード第１事業部

長

平成20年４月 当社専務取締役　金融・カード事業

統括本部長兼カード第１事業部長

（現任）

（注）２ ―

 

EDINET提出書類

ＴＩＳ株式会社(E04812)

有価証券報告書

 38/122



役名 職名 氏名 生年月日 略歴
 任期
　

所有株式数
（千株）

専務取締役

産業事業統括

本部長兼ビジ

ネスシステム

コンサルティ

ング事業部長

宮本　聡 昭和26年９月13日生

平成８年10月 当社入社

平成12年６月 当社取締役　産業事業統括本部産業

第１事業部副事業部長

平成13年４月 当社取締役　産業事業統括本部副本

部長

平成14年４月 当社取締役　ＴＩＳコンサルティン

グ株式会社（前　株式会社ティアイ

エス・アンド・オリジン・コンサ

ルティング）取締役副社長

平成16年４月 当社取締役　ＴＩＳコンサルティン

グ株式会社　代表取締役社長

平成17年７月 当社取締役　プロジェクト第３推進

室担当、ＴＩＳコンサルティング株

式会社　代表取締役社長 

平成18年３月 当社取締役　プロジェクト第３推進

室担当、ＴＩＳコンサルティング株

式会社（当社に吸収合併）代表取

締役社長退任

平成18年４月 当社常務取締役　プロジェクト第３

推進室担当、ビジネスシステムコン

サルティング事業部長

平成19年４月 当社常務取締役　プロジェクト第３

推進室担当、事業統括本部ビジネス

システムコンサルティング事業部

長

平成19年10月 当社常務取締役　事業統括本部ビジ

ネスシステムコンサルティング事

業部長

平成20年４月 当社専務取締役　産業事業統括本部

長兼ビジネスシステムコンサル

ティング事業部長（現任）

（他の法人等の代表状況）

平成19年４月 ＢＭコンサルタンツ株式会社　代表

取締役社長（現任）

（注）２ ―

取締役 　 宮地　秀明 昭和23年２月６日生

昭和45年４月 株式会社インテック入社

平成11年６月 同社取締役　秘書・広報室担当、人

事部担当、総務部長

平成13年６月 同社常務取締役　北陸地区本部長

平成15年４月 同社専務取締役　人事部担当、北陸

地区本部担当

平成17年４月 同社代表取締役　執行役員社長

平成18年10月 株式会社インテックホールディン

グス　取締役

平成19年４月 同社取締役副会長　海外戦略担当

平成20年４月 当社取締役（現任）

（他の法人等の代表状況）

平成15年11月 英特克信息技術（武漢）有限公司

（インテック武漢）董事長（現

任）

平成20年４月 株式会社インテックホールディン

グス　代表取締役社長（現任）

（注）２ ―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴
 任期
　

所有株式数
（千株）

監査役

（常勤）
　 福本　賢太郎 昭和19年12月24日生

昭和46年７月 当社入社 

平成５年６月 当社取締役

平成９年６月 当社常務取締役　管理本部長兼技術

本部長

平成10年４月 当社常務取締役　ビジョン21推進室

担当兼管理本部長兼技術本部長

平成13年６月 当社監査役

平成16年６月 当社常勤監査役（現任）

（注）３ ―

監査役

（常勤）
　 武村　修 昭和25年８月３日生 

昭和62年１月 当社入社 

平成７年10月 当社管理本部経理部長 

平成16年４月 当社グループサービスセンター経

理部長 

平成18年６月 当社監査役

平成20年６月 当社常勤監査役（現任） 

（注）４ ―

監査役

（社外）
　 伊藤　醇 昭和14年６月６日生

昭和43年12月 監査法人中央会計事務所入所

昭和58年３月 同監査法人代表社員

平成16年９月 公認会計士・税理士伊藤醇事務所

設立代表（現任）

平成17年６月 当社監査役（現任）

（注）５ ―

監査役

（社外）
　 土家　瑞生 昭和18年７月27日生

昭和42年４月 株式会社三和銀行（現　株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行）入行

平成３年５月 同行市場営業部長

平成６年６月 同行取締役

平成９年５月 同行取締役　京都支店長

平成10年６月 株式会社三和総合研究所（現　三菱

ＵＦＪリサーチ＆コンサルティン

グ株式会社）常務取締役

平成12年６月 同所専務取締役

平成18年１月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル

ティング株式会社取締役　専務執行

役員

平成19年６月 当社監査役（現任）

（注）６ ―

　 　 　 　 計 ― ―

 （注１）　監査役 伊藤醇氏及び土家瑞生氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

 （注２）　平成20年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 （注３）　平成20年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 （注４）　平成18年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 （注５）　平成17年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 （注６）　平成19年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社はコーポレート・ガバナンスを含むＣＳＲ(企業の社会的責任)の基本方針および行動規範を以下のように定

め、企業活動を推進しております。

 ・ＣＳＲ基本方針

当社は、経営の基本方針として「社会規範の上を目指す」ことを定め、法令等の遵守はもとより、高い企業倫理に基

づいた誠実かつ公正な企業活動を実践し、社会の期待に応える企業となることを目指してまいります。

 ・ＣＳＲ行動規範

 1. 健全な経営

 2. 積極的な情報開示

 3. お客様の満足

 4. 法令・社会規範などの遵守

 5. 公正な取引および自由な競争

 6. 環境への配慮

 7. 社会への貢献

 8. 人権の尊重

 9. 情報リテラシー向上

10. 関係各国の発展への貢献

(1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

①　会社の機関の基本説明

平成20年3月末現在の取締役および監査役の体制は取締役16名、監査役４名（うち社外監査役２名）でありま

す。

取締役会は原則として毎月開催し、重要な業務執行その他法定の事項についての決定を行っております。この

ほか、経営の意思決定を合理的かつ効率的に行うため、代表取締役社長を議長とする常務会を毎月１回以上開催

し、経営の重要事項についての審議をしております。

各監査役は、監査役会で定めた監査方針および業務分担に従って、取締役会および常務会やコンプライアンス

会議への出席、取締役からの営業の報告の聴取や重要な稟議決裁書類等の閲覧、さらには業務および財産の調査

等により、厳正に取締役の職務遂行をチェックしております。

②　監査役、内部監査担当部門及び監査法人の連携状況

 　　　　　監査役は必要に応じて、随時、会計監査人と情報交換を図り、内部監査を担当する考査室とも連携の上、　　　　

　　　　　監査機能の向上及び効率的な監査に努めております。また、監査役と考査室は、常に情報交換等の連携を図　　

　　　　　り、内部監査の実施の都度、考査室が監査役に監査報告を行う体制をとっております。
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③　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況（内部監査及び監査役監査の状況）

内部監査は、考査室(6名)とセキュリティ監理室(4名)が担当します。考査室は独立した立場で、業務が法令及び社

内規程等に則り適切に、且つ、効率的に遂行されているか評価し、助言・勧告を行うことで内部統制への監視機能

を果しております。

当社は顧客のシステムやデータ等の情報資産を取り扱う業務を行なっていることから、当社の経営資源として

の情報資産をあらゆる脅威から保護し、開発・運用することが当社の経営課題ならびに内部統制に直結する重要

な課題と認識しています。当社は、情報セキュリティに関して全社的な意思統一を図り、情報資産の適切な保護を

徹底するために情報セキュリティ方針を定めています。セキュリティ監理室は、情報セキュリティ方針ならびに

その下位規定である実施基準に従って、全部門が情報セキュリティ対策を遵守しているかを定期的に監査し、改

善指示ならびに必要に応じて改善策の指導を実施しております。

④　会計監査の状況

当社は会計監査を担当する会計監査人として新日本監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。

なお、当社の監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。

公認会計士　星野　正司氏 (継続監査年数１年)

公認会計士　岸　洋平氏　 (継続監査年数１年)

　　公認会計士　齊藤　直人氏 (継続監査年数２年)

監査業務に係る補助者の人数

公認会計士　 ９名

その他　　　 14名

⑤　社外取締役及び社外監査役との関係

社外監査役として監査役２名を選任しておりますが、当社との取引関係はございません。
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(2）リスク管理体制の整備状況

　当社は、ＣＳＲ行動規範を制定し、代表取締役社長が繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守及

び、社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底することとし、以下の取り組みをしております。

 ①　コンプライアンス本部、コンプライアンス会議の設置

　コンプライアンス本部を所管するコンプライアンス担当取締役を任命し、全社横断的なコンプライアンス体制の

整備および問題点の把握に努めております。また、代表取締役社長を議長とするコンプライアンス会議を設置し、コ

ンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告することとしております。

 ②　ヘルプライン制度（内部通報制度）の設置

　社員から社外監査役へ直接通報を行うヘルプライン制度を制定しております。

(3）役員報酬の内容

取締役の年間報酬総額　334百万円

 　　　 監査役の年間報酬総額　 68百万円（うち社外監査役24百万円）

      （注）1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与を含む）は含まれておりません。

 　　　　 　2.上記の報酬等の額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金として計上した15百万円（取締役15名、　

　　　　　　　監査役２名）を含んでおります。

 　　　　　 3.平成20年６月20日に開催された株主総会の決議による取締役の報酬額は、年額450百万円以内であります。

4.平成19年６月22日に開催された株主総会の決議による監査役の報酬額は、年額100百万円以内であります。

(4）監査報酬の内容

公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項に規定する業務に係る報酬　63百万円

上記以外の報酬　　　　　　                                   　　　　　57百万円

 　 (5)取締役の定数　

 　　　当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 　 (6)取締役の選任決議要件　

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

　　(7)株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものであります。

(8)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項

　当社は、株主への機動的な利益還元を行うために、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって、

毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。

(9)社外監査役との責任限定契約

　当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額の

範囲で、損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めております。
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下

「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２　監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

の連結財務諸表及び前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表についてはみすず監査

法人により監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年４月１

日から平成20年３月31日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の

財務諸表については新日本監査法人により監査を受けております。

　なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

　前連結会計年度及び前事業年度　みすず監査法人

　当連結会計年度及び当事業年度　新日本監査法人
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　 　
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  22,971   22,959  

２　受取手形及び売掛金 ※3,8  47,786   39,688  

３　有価証券 　  1,812   3,621  

４　たな卸資産 　  6,459   10,463  

５　繰延税金資産 　  7,585   11,313  

６　その他 　  2,996   3,115  

７　貸倒引当金 　  △30   △22  

流動資産合計 　  89,581 51.3  91,140 54.6

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

(1) 建物及び構築物 ※3,7　  20,270   20,301  

(2) 機械装置及び運搬具 　  3,330   3,000  

(3) 土地 ※３　  6,704   6,704  

(4) 貸与資産 　  4,989   3,986  

(5) その他 　  1,267   1,088  

有形固定資産合計 ※２　  36,562 (21.0)  35,081 (21.0)

２　無形固定資産 　  6,243 (3.6)  5,628 (3.4)

３　投資その他の資産 　       

(1) 投資有価証券 ※１　  30,275   22,535  

(2) 繰延税金資産 　  879   1,026  

(3) 前払年金費用 　  1,568   1,629  

(4) 差入保証金 　  7,282   7,723  

(5) その他 ※１　  2,278   2,421  

(6) 貸倒引当金 　  △216   △321  

投資その他の資産合
計

　  42,068 (24.1)  35,013 (21.0)

固定資産合計 　  84,874 48.7  75,723 45.4

資産合計 　  174,455 100.0  166,863 100.0
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　支払手形及び買掛金 　  17,320   11,889  

２　短期借入金 ※３　  4,839   4,578  

３　１年以内償還予定社債 　  －   7,000  

４　１年以内償還予定転換社
債

　  9,999   －  

５　未払法人税等 　  2,346   5,700  

６　賞与引当金 　  3,432   3,847  

７　受注損失引当金 　  5,139   －  

８　その他 　  12,573   13,018  

流動負債合計 　  55,650 31.9  46,034 27.6

Ⅱ　固定負債 　       

１　社債 　  7,500   7,500  

２　長期借入金 ※３　  7,497   12,447  

３　退職給付引当金 　  2,524   2,864  

４　役員退職慰労引当金 　  882   345  

５　負ののれん ※４　  1,342   22  

６　繰延税金負債 　  4,051   1,965  

７　再評価に係る繰延税金負
債

※６  1,064   1,064  

８　その他 　  759   987  

固定負債合計 　  25,621 14.7  27,197 16.3

負債合計 　  81,272 46.6  73,231 43.9
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  23,088 13.2  23,110 13.8

２　資本剰余金 　  22,415 12.8  22,438 13.4

３　利益剰余金 　  33,360 19.2  36,290 21.8

４　自己株式 　  △35 △0.0  △36 △0.0

　　株主資本合計 　  78,828 45.2  81,802 49.0

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  4,322 2.5  1,050 0.6

２　土地再評価差額金 ※６　  △2,922 △1.7  △2,922 △1.7

３　為替換算調整勘定 　  △10 △0.0  △18 △0.0

　　評価・換算差額等合計 　  1,389 0.8  △1,890 △1.1

Ⅲ　少数株主持分 　  12,965 7.4  13,720 8.2

純資産合計 　  93,183 53.4  93,632 56.1

負債純資産合計 　  174,455 100.0  166,863 100.0
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②【連結損益計算書】

　 　
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  211,581 100.0  199,261 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２　  186,715 88.2  162,746 81.7

売上総利益 　  24,866 11.8  36,515 18.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2　  24,867 11.8  26,083 13.1

営業利益又は
営業損失(△) 　  △0 △0.0  10,432 5.2

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 67   65   

２　受取配当金 　 331   443   

３　負ののれん償却額 　 952   952   

４　その他 　 234 1,586 0.8 167 1,629 0.8

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 　 165   293   

２　持分法による投資損失 　 64   127   

３　貸倒引当金繰入額 　 60   132   

４　借入金事務手数料 　 －   111   

５　その他 　 77 369 0.2 226 891 0.4

経常利益 　  1,216 0.6  11,170 5.6

Ⅵ　特別利益 　       

１　投資有価証券売却益 　 689   557   

２　退職給付制度改定益 　 405   －   

３　その他 　 85 1,180 0.5 45 602 0.3

Ⅶ　特別損失 　       

１　固定資産除却損 ※３　 1,422   178   

２　投資有価証券評価損 　 67   705   

３　経営統合関連費用 　 －   975   

４　減損損失 ※４　 －   409   

５　その他 　 237 1,727 0.8 196 2,463 1.2

税金等調整前当期純利
益

　  669 0.3  9,309 4.7

法人税・住民税及び事
業税

　 3,663   7,009   

法人税等調整額 　 △2,934 728 0.3 △3,437 3,572 1.8

少数株主利益（△） 　  △758 △0.4  △1,583 △0.8

当期純利益又は
当期純損失(△) 　  △818 △0.4  4,153 2.1
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

23,084 22,412 35,507 △32 80,971

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 3 3   6

剰余金の配当（注）   △770  △770

中間配当   △453  △453

役員賞与（注）   △105  △105

当期純損失   △818  △818

自己株式の取得    △2 △2

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

3 3 △2,146 △2 △2,140

平成19年３月31日　残高
（百万円）

23,088 22,415 33,360 △35 78,828

 

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

7,643 △2,922 △50 4,671 12,613 98,256

連結会計年度中の変動額       

新株の発行      6

剰余金の配当（注）      △770

中間配当      △453

役員賞与（注）      △105

当期純損失      △818

自己株式の取得      △2

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△3,321 － 39 △3,281 351 △2,929

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△3,321 － 39 △3,281 351 △5,072

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,322 △2,922 △10 1,389 12,965 93,183

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

23,088 22,415 33,360 △35 78,828

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 22 22   44

剰余金の配当   △1,223  △1,223

当期純利益   4,153  4,153

自己株式の取得    △1 △1

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

22 22 2,930 △1 2,973
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株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年３月31日　残高
（百万円）

23,110 22,438 36,290 △36 81,802

 

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,322 △2,922 △10 1,389 12,965 93,183

連結会計年度中の変動額       

新株の発行      44

剰余金の配当      △1,223

当期純利益      4,153

自己株式の取得      △1

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△3,271 － △8 △3,279 754 △2,524

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△3,271 － △8 △3,279 754 448

平成20年３月31日　残高
（百万円）

1,050 △2,922 △18 △1,890 13,720 93,632
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

　   

１　税金等調整前当期純利益 　 669 9,309

２　減価償却費 　 9,792 8,007

３　減損損失 　 ― 409

４　のれん償却額 　 775 250

５　負ののれん償却額 　 △952 △952

６　貸倒引当金の増減額 　 △189 97

７　賞与引当金の増加額 　 ― 407

８　退職給付引当金（前払年金費
用）の増減額

　 △992 275

９　役員退職慰労引当金の減少額 　 △61 △537

10　受取利息及び受取配当金 　 △399 △509

11　支払利息 　 165 293

12　持分法による投資損失 　 64 127

13　投資有価証券売却損益及び評価
損 

　 △622 148

14　有形・無形固定資産除売却損益
 

　 1,416 198

15　売上債権の減少額 　 6,332 8,340

16　たな卸資産の増減額 　 712 △4,003

17　仕入債務の減少額 　 △1,187 △5,471

18　受注損失引当金の増減額 　 5,139 △5,139

19　その他営業負債の増減額 　 △1,200 699

20　未払消費税等の減少額 　 △232 △243

21　その他固定負債の増加額 　 45 171

22　その他 　 14 △146

小計 　 19,289 11,732

23　利息及び配当金の受取額 　 399 510

24　利息の支払額 　 △189 △252

25　法人税等の支払額 　 △3,749 △3,452

営業活動によるキャッシュ・
フロー

　 15,749 8,537
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

　   

１　定期預金の預入による支出 　 △729 △506

２　定期預金の払戻による収入 　 382 ―

３　有形固定資産の取得による支出 　 △7,402 △4,386

４　有形固定資産の売却による収入 　 25 20

５　無形固定資産の取得による支出 　 △1,675 △1,692

６　有価証券の取得による支出 　 ― △2,995

７　有価証券の償還による収入 　 ― 2,699

８　投資有価証券の取得による支出 　 △4,754 △1,853

９　投資有価証券の売却及び償還に
よる収入

　 4,913 1,917

10　連結範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による支出

※２　 △323 △448

11　子会社株式の追加取得による支
出

　 △30 ―

12　貸付金の回収による収入 　 6 6

13　差入保証金にかかる支出 　 △714 △936

14　差入保証金の回収による収入 　 382 533

15　その他の投資による支出 　 △276 △188

16　その他の投資の回収による収入 　 85 15

17　その他 　 114 34

投資活動によるキャッシュ・
フロー

　 △9,998 △7,780
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

　   

１　短期借入金の純増減額 　 82 △974

２　長期借入金の借入れによる収入 　 427 7,889

３　長期借入金の返済による支出 　 △5,557 △2,631

４　転換社債の償還による支出 　 ― △9,983

５　社債の発行による収入 　 ― 6,950

６　社債の償還による支出 　 △220 ―

７　株式の発行による収入 　 6 ―

８　自己株式の取得による支出 　 △2 △1

９　連結子会社による連結子会社自
己株式の取得による支出

　 ― △149

10　配当金の支払額 　 △1,223 △1,223

11　少数株主への配当金の支払額 　 △225 △240

財務活動によるキャッシュ・
フロー

　 △6,711 △366

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

　 10 3

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 　 △949 393

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 25,203 24,254

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１　 24,254 24,648
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項

連結の範囲に含めた子会社は下記の24社であります。

ＴＩＳシステムサービス株式会社

ＴＩＳトータルサービス株式会社

ＴＩＳリース株式会社

東洋ネットワークサービス株式会社

アイティリサーチ株式会社

ＴＩＳソリューションビジネス株式会社

クオリカ株式会社

株式会社エス・イー・ラボ

株式会社ランサ・ジャパン

株式会社アグレックス

オープンテクノ株式会社

株式会社フィネス

株式会社システムズ・トラスト

株式会社ユーフィット

株式会社システムサポート

株式会社シーエスエイ

株式会社シーエスティ

ＡＪＳ株式会社

（旧　旭化成情報システム株式会社）

株式会社ＡＪＳソフトウエア

（旧　株式会社エイ・ジエイ・エス　ソフトウエ

ア）

TIS R&D Center,Inc.

TISI (USA),Inc.

TISI (上海) Co.,Ltd.

TIS North America Inc.

TKSOFT SINGAPORE PTE.Ltd.

オープンテクノ株式会社及び株式会社フィネスは第

三者から株式取得したことによって当連結会計年度

より連結の範囲に含めております。また、ＴＩＳコン

サルティング株式会社は、当社との合併により、連結

の範囲から除いております。

１　連結の範囲に関する事項

連結の範囲に含めた子会社は下記の23社であります。

ＴＩＳシステムサービス株式会社

ＴＩＳトータルサービス株式会社

ＴＩＳリース株式会社

ＢＭコンサルタンツ株式会社

（旧　アイティリサーチ株式会社）

ＴＩＳソリューションビジネス株式会社

クオリカ株式会社

株式会社エス・イー・ラボ

株式会社ランサ・ジャパン

株式会社アグレックス

アグレックスファインテクノ株式会社

（旧　オープンテクノ株式会社）

登録管理ネットワーク株式会社

株式会社システムズ・トラスト

株式会社ユーフィット

株式会社システムサポート

株式会社シーエスエイ

株式会社シーエスティ

ＡＪＳ株式会社

株式会社ＡＪＳソフトウエア

TIS R&D Center,Inc.

TISI (上海) Co.,Ltd.

天津提愛斯翔泰信息系統有限公司

TKSOFT SINGAPORE PTE.Ltd.

QUALICA(SHANGHAI)INC.

QUALICA(SHANGHAI)INC.及び天津提愛斯翔泰信

息系統有限公司は新規設立により、登録管理ネット

ワーク株式会社は第三者から株式取得したことに

よって当連結会計年度より連結の範囲に含めており

ます。

連結子会社オープンテクノ株式会社は、株式会社

フィネスを平成19年４月１日に吸収合併し、アグ

レックスファインテクノ株式会社に商号変更してお

ります。

また、東洋ネットワークサービス株式会社、

TISI(USA),Inc.、及びTIS North America Inc.は、清算が

結了したことにより、連結の範囲から除外しており

ます。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

２　持分法の適用に関する事項

持分法を適用した会社は下記の11社であります。

エンコデックスジャパン株式会社

Ｍ＆Ｔシステムオペレーションズ株式会社

株式会社イーラボ

宏図財務軟件（上海）有限公司

ＤＧＴインフォメーションシステムズ

ほんつな株式会社

クロノバ株式会社

アルメック株式会社

アプシェ株式会社 

メディカル統計株式会社 

ビーベスト・インターナショナル株式会社 

ビーベスト・インターナショナル株式会社は設立出

資によって、当連結会計年度より持分法を適用してお

ります。

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる

会社については、各社の直近決算日の財務諸表を採用

しております。

２　持分法の適用に関する事項

持分法を適用した会社は下記の９社であります。

エンコデックスジャパン株式会社

株式会社イーラボ

宏図財務軟件（上海）有限公司

ＤＧＴインフォメーションシステムズ

ほんつな株式会社

クロノバ株式会社

アルメック株式会社

アプシェ株式会社 

メディカル統計株式会社 

Ｍ＆Ｔシステムオペレーションズ株式会社及びビー

ベスト・インターナショナル株式会社は、清算が結了

したことにより、持分法の適用範囲から除外しており

ます。

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる

会社については、各社の直近決算日の財務諸表を採用

しております。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、TIS R&D Center,Inc.、TISI(USA),

Inc.、TIS North America Inc.、及び

TKSOFT SINGAPORE PTE.Ltd.及びＴＩＳＩ(上海

)Co., Ltd.の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては12月31日現在の財

務諸表を採用しておりますが、連結決算日との間に生

じた重要な取引については連結上必要な調整を行っ

ております。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、TIS R&D Center,Inc.、TISI(上海)Co.,

 Ltd.、天津提愛斯翔泰信息系統有限公司、

TKSOFT SINGAPORE PTE.Ltd.及び

QUALICA(SHANGHAI)INC.の決算日は12月31日であ

ります。

連結財務諸表の作成に当たっては12月31日現在の財

務諸表を採用しておりますが、連結決算日との間に生

じた重要な取引については連結上必要な調整を行っ

ております。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は主として移動平均法により算

定しております）        　　　　　　　　　

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券

満期保有目的の債券

　　　　　　　同左

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　同左

時価のないもの

主として移動平均法による原価法

時価のないもの

　　　　　同左

(ロ)たな卸資産

商品

主として先入先出法による原価法

仕掛品

個別法による原価法

(ロ)たな卸資産

商品

同左

仕掛品

同左

(ハ)デリバティブ

時価法

(ハ)デリバティブ

　　　　　　　同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

建物、構築物、車輌運搬具

主として定額法

機械装置、器具備品

主として定率法

貸与資産

貸与期間を耐用年数とする定額法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

建物、構築物、車輌運搬具

同左

機械装置、器具備品

　　　　　　同左

貸与資産

同左

　

　

　（会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度

より、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ82百万円減少して

おります。

　（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度

より、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ109百万円減少し

ております。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(ロ)無形固定資産

定額法

ただし、市場販売目的のソフトウェアについて

は、主として、ソフトウェアの残高に見積売上

高に対する当期売上の割合を乗じた金額と、見

積効用年数(３年)による定額法によって計算し

た金額のいずれか多い金額をもって償却して

おります。また自社利用目的のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間(３～５

年)に基づく定額法によっております。

(ロ)無形固定資産

　　　　　　　同左

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債

権については実績繰入率により、貸倒懸念債権

等については、個別貸倒見積額を計上しており

ます。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

役員賞与および一部連結子会社の従業員賞与

の支給に充てるため、支給見込額を計上してお

ります。

(ロ)賞与引当金

　　　　　　　同左

(ハ)受注損失引当金

ソフトウェアの請負契約に係る開発案件のう

ち、当連結会計年度末時点で将来の損失が見込

まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もるこ

とが可能なものについては、翌連結会計年度以

降に発生が見込まれる損失額を計上しており

ます。

(ハ)　　　　　――――――

　

(ニ)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。数理計算上の

差異は、主として、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により、翌期から費用処理することと

しております。過去勤務債務については、主と

して、その発生時に一括処理しております。な

お、一部の連結子会社は退職給付債務の計算に

あたり、簡便法を採用しております。

(ニ)退職給付引当金

　　　　　　　同左
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(ホ)役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しております。

(ホ)役員退職慰労引当金

一部の国内連結子会社は、役員退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

（追加情報）

当社及び一部連結子会社は、役員退職慰労金の

支出に備えるため、内規に基づく要支給額を計

上しておりましたが、それぞれの株主総会にお

いて、役員の退職慰労金制度の廃止に伴う打切

り支給を決議しました。これにより当連結会計

年度において役員に対する役員退職慰労引当

金を全額取崩し、打切り支給に伴う未払額を流

動負債の「その他」と固定負債の「その他」

に計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお在外子会社等の換算は、決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差

額は純資産の部における為替換算調整勘定に含

めております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準

　　　　　　　　同左

(5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

一部の連結子会社の金利スワップについては

特例処理の要件を満たしているため、特例処理

を採用しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

　　　　　　　同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 　 ヘッジ対象

金利スワップ 　 借入金

 　　　　　　　　　　　　同左

(ハ)ヘッジ方針

現在又は将来においてヘッジ対象となる資産、

負債が存在する場合に限りデリバティブ取引

を利用する方針であり、短期的な売買差益の獲

得や投機を目的とするデリバティブ取引は行

いません。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては特例処理が認められ

る条件をすべて満たしているため、その判定を

もって有効性の判定に代えております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

　消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

　消費税等の会計処理方法

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれん及び負ののれんは、５年で均等償却しておりま

す。

６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　　　　　　　　　　同左

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

EDINET提出書類

ＴＩＳ株式会社(E04812)

有価証券報告書

 59/122



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月

9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号　平

成17年12月9日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、80,218百万円

であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 

――――――

 

　

（役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用して

おります。

　これにより営業損失は34百万円増加しており、経常利益

及び税金等調整前当期純利益は34百万円減少しておりま

す。 

 

――――――

　

　

（企業結合に係る会計基準）

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」

（「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成15年10月31日））及び「企業結

合会計及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）を適用

しております。

 

――――――

　

（のれんの償却に関する事項）

　従来、資産の部に計上された連結調整勘定の償却額と負

債の部に計上された連結調整勘定の償却額を相殺表示し

ておりましたが、連結財務諸表規則の改正に伴い、当連結

会計年度より、販売費及び一般管理費並びに営業外収益

にそれぞれ総額表示しております。

　これにより営業損失が775百万円増加しております。な

お、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響

はありません。

 

――――――

　

　

（ストック・オプション等に関する会計基準）

 当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５

月31日）を適用しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

――――――
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表） ―――――

１．前連結会計年度において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「負のの

れん」と表示しております。

 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました投資

その他の資産「長期貸付金」（当連結会計年度 5百

万円）は資産総額の100分の５以下であるため、当連

結会計年度より投資その他の資産「その他」に含め

て表示しております。

 

 

（連結損益計算書）

１．前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当連結会計年度から、

「負ののれん償却額」と表示しております。

２．前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりました「持分法投資損失」は、当

連結会計年度において、営業外費用の100分の10

を超えたため区分掲記して表示しております。

　なお、前連結会計年度の「持分法投資損失」は17百

万円であります。

 

―――――

――――― （連結キャッシュ・フロー計算書）

　　営業活動によるキャッシュ・フローの「賞与引当金の増

加額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため、区分掲記し

ております。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「賞

与引当金の減少額」は△63百万円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 487百万円

その他（出資金） 91百万円

投資有価証券(株式) 263百万円

その他（出資金） 81百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額は45,001百万円であ

ります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は45,892百万円であ

ります。

※３　担保資産

短期借入金30百万円の担保に供しているものは次

のとおりであります。

※３　担保資産

短期借入金15百万円、１年以内返済予定長期借入金

15百万円、長期借入金20百万円の担保に供している

ものは次のとおりであります。

建物及び構築物 29百万円

土地 7百万円

建物及び構築物  28百万円

土地  7百万円

売掛金  35百万円

※４　のれん及び負ののれん

のれん及び負ののれんは、両者を相殺した差額を固

定負債の「負ののれん」として表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。

※４　のれん及び負ののれん

のれん及び負ののれんは、両者を相殺した差額を固

定負債の「負ののれん」として表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。

のれん 705百万円

負ののれん 2,048百万円

差引 1,342百万円

のれん 1,073百万円

負ののれん 1,095百万円

差引 22百万円

　５　保証債務

㈱アグレックス及びクオリカ㈱が、従業員の借入金

に対し債務保証を行っております。

　５　保証債務

㈱アグレックス及びクオリカ㈱が、従業員の借入金

に対し債務保証を行っております。

　 2百万円 　  1百万円

※６　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号　最終改正　平成13年３月31日）に基づ

き、平成14年３月31日に事業用の土地の再評価を

行っております。なお、再評価差額については、土地

の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平

成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、当該再

評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価

税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を

算出するために国税庁長官が定めて公表した方法

により算出した価額に合理的な調整を行って算出

しております。

※６　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号　最終改正　平成13年３月31日）に基づ

き、平成14年３月31日に事業用の土地の再評価を

行っております。なお、再評価差額については、土地

の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平

成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、当該再

評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価

税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を

算出するために国税庁長官が定めて公表した方法

により算出した価額に合理的な調整を行って算出

しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

78百万円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

  704百万円
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前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

※７　圧縮記帳

有形固定資産の取得価額から控除している国庫補

助金等による圧縮記帳累計額は、建物及び構築物

 76百万円であります。

※７　圧縮記帳

有形固定資産の取得価額から控除している国庫補

助金等による圧縮記帳累計額は、建物及び構築物

 76百万円であります。

※８　連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、当連結会計年度末日が金融機関の休日であった

ため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年

度末残高に含まれております。

※８　　　　　　　　―――――

受取手形 55百万円  

　９　　　　　　　　――――― 　９　リース・割賦販売契約等に基づく預り手形

　 　

　 　

リース契約に基づく預り手形 102百万円

割賦販売契約に基づく預り手形 27百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は次

のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は次

のとおりであります。

従業員給与 7,989百万円

賞与 2,203百万円

減価償却費 635百万円

賞与引当金繰入額 507百万円

退職給付費用 296百万円

役員退職慰労引当金繰入額 214百万円

従業員給与 8,329 百万円

賞与 2,376 百万円

減価償却費   648 百万円

賞与引当金繰入額   676 百万円

退職給付費用   293 百万円

役員退職慰労引当金繰入額   127 百万円

※２　販売費及び一般管理費、並びに売上原価に含まれる

研究開発費は、239百万円であります。

※２　販売費及び一般管理費、並びに売上原価に含まれる

研究開発費は、189百万円であります。

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

建物 243百万円

機械装置 74百万円

ソフトウェア 1,078百万円

その他 25百万円

建物    38百万円

機械装置   104百万円

ソフトウェア      13百万円

その他   21百万円

※４　                ――― ※４　減損損失

当社グループは、当連結会計年度において、以下の

減損損失を認識しました。

 
用途 場所 種類

減損損失

（百万円）

開発用資産
ＴＩＳ東京本社

（東京都港区）

建物及び構築

物
6

ソフトウェア　 124

貸与資産　 14

その他　 92

小計　 238

医療システム

事業用資産

ＡＪＳ本社

（東京都墨田区）

ソフトウェア 62

ソフトウェア

仮勘定　
63

リース資産 8

その他 5

小計 140

休止回線
ＡＪＳ本社

（東京都墨田区）

電話加入権 16

その他 13

小計 30

  合計 409

当社グループは、サービス区分を資産グループの単

位としております。また、プロジェクト特有の資産

を有する場合には、個別にグルーピングを行ってお

ります。

当資産につきましては、開発用固定資産における収

益性の低下および販売用パッケージの販売見込み

額の低下により、投資額の回収が見込めなくなった

ことから、また、休止回線については将来の使用見

込みがないと判断されたものについて、帳簿価額の

全額を、減損損失として特別損失に計上しておりま

す。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式　（注）１ 45,324 2 － 45,326

合計 45,324 2 － 45,326

自己株式     

普通株式　（注）２ 9 0 － 10

合計 9 0 － 10

（注）１　普通株式の発行済株式総数の増加 2千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加でありま

　　　　　す。

　　　２　普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 770 17 平成18年３月31日 平成18年６月26日

平成18年11月８日

取締役会
普通株式 453 10 平成18年９月30日 平成18年12月８日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月22日

定時株主総会
普通株式 770 利益剰余金 17 平成19年３月31日 平成19年６月25日

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式　（注）１ 45,326 10 － 45,336

合計 45,326 10 － 45,336

自己株式     

普通株式　（注）２ 10 0 － 10

合計 10 0 － 10

（注）１　普通株式の発行済株式総数の増加 10千株は、転換社債の転換による増加であります。

　　　２　普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月22日

定時株主総会
普通株式 770 17 平成19年３月31日 平成19年６月25日
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（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年11月５日

取締役会
普通株式 453 10 平成19年９月30日 平成19年12月10日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月20日

定時株主総会
普通株式 770 利益剰余金 17 平成20年３月31日 平成20年６月23日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成19年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日)

現金及び預金勘定   22,971百万円

有価証券勘定    1,812百万円

計   24,784百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
 △30百万円

取得日から償還期までの期間が

３ヶ月を超える債券等
   △499百万円

現金及び現金同等物   24,254百万円

現金及び預金勘定   22,959百万円

有価証券勘定    3,621百万円

計   26,581百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△136百万円

取得日から償還期までの期間が

３ヶ月を超える債券等
 △1,797百万円

現金及び現金同等物   24,648百万円

※２ 連結子会社の増減による影響

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のた

めの支出(純額)との関係は次のとおりであります。

オープンテクノ㈱　(平成18年９月30日現在)

※２ 連結子会社の増減による影響

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のた

めの支出(純額)との関係は次のとおりであります。

登録管理ネットワーク㈱　(平成20年３月31日現在)

流動資産 439 百万円

固定資産 43 百万円

のれん 378 百万円

流動負債 295 百万円

固定負債 59 百万円

オープンテクノ㈱株

式の取得価額 506 百万円

オープンテクノ㈱の

現金及び現金同等物 241 百万円

差引：オープンテクノ㈱

の株式取得のための支出 264 百万円

流動資産 332 百万円

固定資産 185 百万円

のれん 588 百万円

流動負債 366 百万円

固定負債 90 百万円

登録管理ネットワーク㈱

株式の取得価額 650 百万円

登録管理ネットワーク㈱の

現金及び現金同等物 201 百万円

差引：登録管理ネットワーク㈱

の株式取得のための支出 448 百万円

 ㈱フィネス　(平成18年12月20日現在)

流動資産 289 百万円

固定資産 80 百万円

のれん 82 百万円

流動負債 200 百万円

固定負債 ― 百万円

 ㈱フィネス株

式の取得価額 250 百万円

 ㈱フィネスの

現金及び現金同等物 192 百万円

差引： ㈱フィネス

の株式取得のための支出 58 百万円
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 　３ 　　　　　　　　――――― 　３ 重要な非資金取引の内容 

①転換社債の転換

転換社債の転換による資本金増

加額
22百万円

転換社債の転換による資本剰余

金増加額
22百万円

転換による転換社債減少額 44百万円

なお、上記には旧商法に基づき発行された転換社債の転換

によるものをそれぞれ含んでおります。
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　借手側

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１　借手側

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

6,445 2,571 3,874

器具備品 6,105 3,505 2,600

その他 1,343 453 890

合計 13,894 6,529 7,364

　

取得価
額相当
額
（百万
円）

減価償
却累計
額相当
額（百
万円）

減損損
失累計
額相当
額（百
万円）

期末残
高相当
額
（百万
円）

機械装置及び
運搬具

3,373 1,600 － 1,772

器具備品 6,565 2,682 8 3,874

その他 1,844 823 － 1,020

合計 11,783 5,107 8 6,667

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年以内      3,160百万円

１年超      5,144百万円

合計      8,305百万円

１年以内 2,521百万円

１年超 4,743百万円

合計 7,264百万円

リース資産減損勘定の残高              6百万円

 

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料      3,163百万円

減価償却費相当額      2,874百万円

支払利息相当額    215百万円

支払リース料 3,021百万円

リース資産減損勘定の取崩額 2百万円

減価償却費相当額 2,734百万円

支払利息相当額 220百万円

減損損失 8百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内    20百万円

１年超   14百万円

合計    34百万円

１年以内 14百万円

１年超 6百万円

合計 20百万円

     （減損損失について）

 　　　リース資産に配分された減損損失はありません。

 

　

 

EDINET提出書類

ＴＩＳ株式会社(E04812)

有価証券報告書

 69/122



前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

２　貸手側

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残

高

２　貸手側

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残

高

　
取得価額
（百万円）

減価償却累
計額
（百万円）

期末残高
（百万円）

器具備品 8,996 5,602 3,394

ソフトウェア 2,493 1,326 1,167

合計 11,489 6,928 4,561

　
取得価額
（百万円）

減価償却累
計額
（百万円）

期末残高
（百万円）

器具備品 7,243 4,578 2,665

ソフトウェア 2,122 1,327 794

合計 9,366 5,906 3,459

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内      2,486百万円

１年超      2,814百万円

合計      5,301百万円

１年以内 1,779百万円

１年超 2,130百万円

合計 3,910百万円

③　受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 ③　受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料      3,089百万円

減価償却費      2,780百万円

受取利息相当額    257百万円

受取リース料 2,342百万円

減価償却費 2,127百万円

受取利息相当額 187百万円

④　利息相当額の算定方法

リース料総額と見積残存価額の合計額からリース

物件の購入価額を控除した額を利息相当額とし、各

期への配分方法については、利息法によっておりま

す。

④　利息相当額の算定方法

同左

  （減損損失について）

 　　　リース資産に配分された減損損失はありません。　
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（有価証券関係）

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

１　売買目的有価証券

該当事項はありません。

２　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの

国債 700 701 0

小計 700 701 0

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの

国債 499 499 △0

小計 499 499 △0

合計 1,199 1,200 0

３　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1)株式 3,991 14,614 10,622

(2)債券    

社債 100 100 0

小計 4,091 14,714 10,623

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1)株式 1,584 1,431 △153

(2)債券    

社債 600 598 △1

小計 2,184 2,029 △154

合計 6,275 16,744 10,468

４　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

1,713 689 －

５　時価評価されていない主な有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 11,750

投資事業有限責任組合等への出資持分 593

ＭＭＦ等 1,313

合計 13,657

６　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

区分 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券     

（1）国債 199 1,000 － －
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区分 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

（2）社債 300 398 － －

合計 499 1,398 － －

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

１　売買目的有価証券

該当事項はありません。

２　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの

国債 1,000 1,001 1

小計 1,000 1,001 1

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの

国債 497 497 △0

小計 497 497 △0

合計 1,497 1,498 1

３　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1)株式 3,558 8,842 5,284

(2)債券    

社債 199 200 0

小計 3,757 9,042 5,284

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1)株式 3,061 2,133 △928

(2)債券    

社債 400 398 △1

小計 3,461 2,531 △929

合計 7,219 11,574 4,355

４　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

617 557 △0

５　時価評価されていない主な有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 10,352

投資事業有限責任組合等への出資持分 644

ＭＭＦ等 1,824

合計 12,821

６　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額
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区分 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

１．債券     

（1）国債 1,497 － － －

（2）社債 299 299 － －

２．その他 － － － －

合計 1,797 299 － －
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（デリバティブ取引関係）

(1) 取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　取引に関する取り組み方針

　当社及び一部連結子会社においては、将来の金利変

動のリスクを回避する目的及び保有資産を有効活用

する目的でデリバティブ取引を効率的に利用してお

り、投機目的の取引は、一切行わない方針であります。

１　取引に関する取り組み方針

　　　　　　　　　　同左

２　取引の内容および取引の利用目的

　具体的には、金利関連におけるデリバティブ取引に

ついては、借入金等に係る金利変動リスクを回避する

ために、変動金利を固定金利に変換する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、株式関連におけるデリバ

ティブ取引については、保有資産を有効活用する目的

で、特約付株券等貸借取引を行っております。

２　取引の内容および取引の利用目的

　　　　　　　　　　同左

(イ)ヘッジ会計の方法

　一部の連結子会社の金利スワップについては

特例処理の要件を満たしているため特例処理を

採用しております。

(イ)ヘッジ会計の方法

 　　　　　　　同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

 　　　　　　　同左

ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ  借入金

 

(ハ)ヘッジ方針

　現在又は将来においてヘッジ対象となる資産、

負債が存在する場合に限りデリバティブ取引を

利用する方針であり、短期的な売買差益の獲得

や投機を目的とするデリバティブ取引は行いま

せん。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては特例処理が認められ

る条件をすべて満たしているため、その判定を

もって有効性の判定に代えております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

３　取引に係るリスクの内容

　取引の契約先は、信用度の高い国内金融機関である

ため、信用リスクはほとんどないものと認識しており

ます。

　一方、市場リスクについては、金利スワップ取引は実

質調達コスト等を固定化し金利上昇リスクをヘッジ

している為、重要な意味を持ちません。特約付株券等

貸借取引は株価変動によるリスクを有しております。

３　取引に係るリスクの内容

　　　　　　　　　　同左

　

４　取引に係るリスクの管理体制

　デリバティブ取引は「職務権限規程」に基づき、決

裁権限者の承認を得ており、実行と管理は当社及び各

連結子会社の経理部、総務部または管理部によって行

われております。

４　取引に係るリスクの管理体制

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５　取引の時価等に関する事項についての補足説明

　金利スワップ取引及び特約付株券等貸借取引におけ

る契約額等は、計算上の想定元本であり、実際の受払

金額をあらわすものではないため、デリバティブ取引

のリスク量そのものを示すものではありません。

５　取引の時価等に関する事項についての補足説明

　　　　　　　　　　同左

(2) 取引の時価等に関する事項

　①金利関連

区分 種類

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

契約額等

（百万円）

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価

（百万円）

評価損益

（百万円）

契約額等

（百万円）

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価

（百万円）

評価損益

（百万円）

市場取引以外

の取引
金利スワップ取引 1,000 － △5 △5 － － － －

合計 1,000 － △5 △5 － － － －

 （注）１ 時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格によっています。

       ２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

　

　②株式関連

区分 種類

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

契約額等

（百万円）

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価

（百万円）

評価損益

（百万円）

契約額等

（百万円）

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価

（百万円）

評価損益

（百万円）

市場取引以外

の取引

特約付株券等貸借取

引
607 － 8 △0 － － － －

合計 607 － 8 △0 － － － －

 （注）１ 時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格によっています。
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（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、退職給付制度として、確定給付企業年金法に基づく企業年金制度、確定拠出年金制度、

適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

　なお、一部の連結子会社は、総合設立型の厚生年金基金（全国情報サービス産業厚生年金基金）に加入してお

りますが、その拠出に対応する年金資産を合理的に計算することができないため、退職給付債務の計算には含

めておりません。なお、掛金拠出割合により按分計算した連結子会社の年金資産の額は平成18年３月31日現在

は、5,049百万円であり、平成19年３月31日現在は、5,724百万円であります。

　また、一部の連結子会社は退職金共済契約に加入しており、退職給付債務の計算から除外しております。

２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 △9,115百万円

②　年金資産 8,808百万円

③　未積立退職給付債務 △307百万円

④　未認識数理計算上の差異 448百万円

⑤　未認識過去勤務債務 △1,097百万円

⑥　連結貸借対照表計上額純額 △956百万円

⑦　前払年金費用 △1,568百万円

⑧　退職給付引当金 △2,524百万円

（注）一部の連結子会社は退職給付債務の計算にあたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項

①　勤務費用 767百万円

②　利息費用 224百万円

③　期待運用収益 △262百万円

④　数理計算上の差異の費用処理額 133百万円

⑤　過去勤務債務の費用減額処理額 △109百万円

⑥　確定拠出年金への支払額 457百万円

⑦　厚生年金基金掛金拠出額 275百万円

⑧　退職金共済への拠出額 1百万円

⑨　退職給付費用 1,488百万円

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は① 勤務費用に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率 2.0％から2.5％

期待運用収益率 1.5％から2.5％

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

その他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

数理計算上の差異の処理年数 ９年から18年

ただし、翌連結会計年度から費用処理することとしております。

過去勤務債務の処理年数 １年及び15年

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要
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　当社及び連結子会社は、退職給付制度として、確定給付企業年金法に基づく企業年金制度、確定拠出年金制度、

適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

　また、一部の連結子会社は退職金共済契約に加入しており、退職給付債務の計算から除外しております。

　なお、一部の連結子会社は、複数事業主制度としての総合設立型の厚生年金基金（全国情報サービス産業厚生

年金基金）に加入しておりますが、その拠出に対応する年金資産を合理的に計算することができないため、退

職給付債務の計算には含めておりません。

　当該複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。

（1）制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31日現在）

　年金資産の額 414,972百万円

　年金財政計算上の給付債務の額 358,004百万円

　差引額 56,968百万円

（2）制度全体に占める一部の連結子会社の掛金拠出割合（平成19年３月分掛金拠出額）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.4％

（3）補足説明

　　上記（1）の差引額は、年金財政計算上の過去勤務債務残高1,076百万円及び剰余金58,044百万円で

　あります。

　　なお、上記（2）の割合は一部の連結子会社の実際の負担割合とは一致しません。

２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 △10,038百万円

②　年金資産 8,837百万円

③　未積立退職給付債務 △1,201百万円

④　未認識数理計算上の差異 970百万円

⑤　未認識過去勤務債務 △1,003百万円

⑥　連結貸借対照表計上額純額 △1,234百万円

⑦　前払年金費用 △1,629百万円

⑧　退職給付引当金 △2,864百万円

（注）一部の連結子会社は退職給付債務の計算にあたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項

①　勤務費用 727百万円

②　利息費用 215百万円

③　期待運用収益 △269百万円

④　数理計算上の差異の費用処理額 109百万円

⑤　過去勤務債務の費用減額処理額 △90百万円

⑥　確定拠出年金への支払額 526百万円

⑦　厚生年金基金掛金拠出額 292百万円

⑧　退職金共済への拠出額 4百万円

⑨　退職給付費用 1,515百万円

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は① 勤務費用に計上しております。
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４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率 1.8％から2.5％

期待運用収益率 2.5％から3.0％

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

その他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

数理計算上の差異の処理年数 ５年から18年

ただし、翌連結会計年度から費用処理することとしております。

過去勤務債務の処理年数 １年から15年

（追加情報）

　当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号　平成19

年５月15日）を適用しております。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　15名

当社使用人　 509名

当社取締役　　18名

当社使用人　 530名

子会社取締役　 3名

子会社使用人　10名

当社取締役　　16名

当社使用人　 568名

子会社取締役　 3名

子会社使用人　14名

当社取締役　　16名

当社使用人　 605名

子会社取締役　 2名

子会社使用人　17名

ストック・オプション数 普通株式　370,400株 普通株式　401,000株 普通株式　425,600株 普通株式　410,100株

付与日 平成14年７月31日 平成15年７月31日 平成16年７月31日 平成17年７月31日

権利確定条件

付与日（平成14年７

月31日）以降、権利行

使開始日（平成16年

７月１日）まで継続

して勤務しているこ

と。 

付与日（平成15年７

月31日）以降、権利行

使開始日（平成17年

７月１日）まで継続

して勤務しているこ

と。 

付与日（平成16年７

月31日）以降、権利行

使開始日（平成18年

７月１日）まで継続

して勤務しているこ

と。

付与日（平成17年７

月31日）以降、権利行

使開始日（平成19年

７月１日）まで継続

して勤務しているこ

と。

対象勤務期間

原則として

自 平成16年７月１日

至 平成19年12月31日

原則として

自 平成17年７月１日

至 平成20年12月31日

原則として

自 平成18年７月１日

至 平成21年12月31日

原則として

自 平成19年７月１日

至 平成22年12月31日

権利行使期間
自 平成16年７月１日

至 平成19年12月31日

自 平成17年７月１日

至 平成20年12月31日

自 平成18年７月１日

至 平成21年12月31日

自 平成19年７月１日

至 平成22年12月31日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

権利確定前　　（株）     

前連結会計年度末 － － 383,200 388,000

付与 － － － －

失効 － － － 14,800

権利確定 － － 383,200 －

未確定残 － － － 373,200

権利確定後　　（株）     

前連結会計年度末 320,600 353,700 383,200 －

権利確定 － － － －

権利行使 － 2,400 － －

失効 11,800 11,600 11,800 －

未行使残 308,800 339,700 371,400 －

②　単価情報

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

権利行使価格　（円） 3,562 2,750 4,750 4,014

行使時平均株価（円） － 3,045 － －
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平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

公正な評価単価（付与

日）（円）
－ － － －

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　15名

当社使用人　 509名

当社取締役　　18名

当社使用人　 530名

子会社取締役　 3名

子会社使用人　10名

当社取締役　　16名

当社使用人　 568名

子会社取締役　 3名

子会社使用人　14名

当社取締役　　16名

当社使用人　 605名

子会社取締役　 2名

子会社使用人　17名

ストック・オプション数 普通株式　370,400株 普通株式　401,000株 普通株式　425,600株 普通株式　410,100株

付与日 平成14年７月30日 平成15年７月31日 平成16年７月31日 平成17年７月31日

権利確定条件

付与日（平成14年７

月31日）以降、権利行

使開始日（平成16年

７月１日）まで継続

して勤務しているこ

と。 

付与日（平成15年７

月31日）以降、権利行

使開始日（平成17年

７月１日）まで継続

して勤務しているこ

と。 

付与日（平成16年７

月31日）以降、権利行

使開始日（平成18年

７月１日）まで継続

して勤務しているこ

と。

付与日（平成17年７

月31日）以降、権利行

使開始日（平成19年

７月１日）まで継続

して勤務しているこ

と。

対象勤務期間

原則として

自 平成16年７月１日

至 平成19年12月31日

原則として

自 平成17年７月１日

至 平成20年12月31日

原則として

自 平成18年７月１日

至 平成21年12月31日

原則として

自 平成19年７月１日

至 平成22年12月31日

権利行使期間
自 平成16年７月１日

至 平成19年12月31日

自 平成17年７月１日

至 平成20年12月31日

自 平成18年７月１日

至 平成21年12月31日

自 平成19年７月１日

至 平成22年12月31日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

権利確定前　　（株）     

前連結会計年度末 － － － 373,200

付与 － － － －

失効 － － － 2,200

権利確定 － － － 371,000

未確定残 － － － －

権利確定後　　（株）     

前連結会計年度末 308,800 339,700 371,400 －

権利確定 － － － 371,000

権利行使 － － － －

失効 308,800 23,800 8,400 9,900

未行使残 － 315,900 363,000 361,100

②　単価情報
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平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

権利行使価格　（円） 3,562 2,750 4,750 4,014

行使時平均株価（円） － － － －

公正な評価単価（付与

日）（円）
－ － － －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

未払事業税    234百万円

賞与引当金損金算入限度超過額    2,442百万円

減価償却超過額    999百万円

税務上の繰越欠損金    1,013百万円

確定拠出型掛金未払金否認額    268百万円

退職給付債務    1,182百万円

役員退職慰労引当金    357百万円

株式評価損    1,236百万円

会員権評価損    191百万円

棚卸資産評価損    2,159百万円

受注損失引当金 2,090百万円

その他      777百万円

繰延税金資産小計   12,954百万円

評価性引当額  △2,455百万円

繰延税金資産の合計   10,499百万円

未払事業税      485百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 2,890百万円

減価償却超過額 802百万円

税務上の繰越欠損金      537百万円

確定拠出型掛金未払金否認額    333百万円

退職給付債務    1,029百万円

役員退職慰労引当金    275百万円

株式評価損    1,486百万円

会員権評価損    199百万円

棚卸資産評価損    7,624百万円

その他 502百万円

繰延税金資産小計   16,166百万円

評価性引当額  △2,314百万円

繰延税金資産の合計   13,851百万円

繰延税金負債 繰延税金負債

プログラム等準備金    △231百万円

退職給付信託設定益    △304百万円

前払年金費用    △599百万円

その他有価証券評価差額金  △4,881百万円

その他   △64百万円

繰延税金負債の合計  △6,085百万円

繰延税金資産の純額   4,413百万円

プログラム等準備金    △125百万円

退職給付信託設定益    △295百万円

前払年金費用    △652百万円

その他有価証券評価差額金  △2,346百万円

その他   　△57百万円

繰延税金負債の合計  △3,477百万円

繰延税金資産の純額 10,374百万円

　当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の科目に含まれております。

　当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の科目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産    7,585百万円

固定資産－繰延税金資産    879百万円

流動負債－その他  0百万円

固定負債－繰延税金負債    4,051百万円

流動資産－繰延税金資産   11,313百万円

固定資産－繰延税金資産  1,026百万円

流動負債－その他   0百万円

固定負債－繰延税金負債    1,965百万円
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
20.0％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△10.1％

住民税均等割等 12.4％

評価性引当額 80.6％

税額控除による影響 △13.8％

のれん償却額 △10.8％

その他の連結修正による影響 3.6％

過年度未払法人税等取崩額 △12.4％

その他 △1.3％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
108.8％

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.7％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△1.0％

住民税均等割等 0.9％

評価性引当額 △1.5％

税額控除による影響 △0.4％

のれん償却額 △3.0％

その他の連結修正による影響 0.6％

その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
38.4％
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当社の企業集団は、顧客のニーズに応じた情報システムの企画からソフトウェアの開発、ハードウェアの選定及

びこうしたシステムの運用など、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、不可分の営業形態であり

ますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　当社の企業集団は、顧客のニーズに応じた情報システムの企画からソフトウェアの開発、ハードウェアの選定及

びこうしたシステムの運用など、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、不可分の営業形態であり

ますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しました。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しました。

【海外売上高】

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。

(関連当事者との取引)

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額  1,770円18銭

１株当たり当期純損失  18円05銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －

１株当たり純資産額 1,763円06銭

１株当たり当期純利益    91円65銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － 

前連結会計年度は当期純損失を計上しているため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の額は表示しておりま

せん。

当連結会計年度は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

額は表示しておりません。

（注）　１株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失   

当期純利益又は当期純損失（△）(百万円

)
△818 4,153

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）(百万円)
△818 4,153

普通株式の期中平均株式数(千株) 45,315 45,323

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

新株予約権　　　　　　４銘柄

潜在株式の数　　 1,393,100株

これらの詳細については、第４

提出会社の状況　１株式等の状

況(2)新株予約権等の状況に記

載のとおりであります。

新株予約権　　　　　　３銘柄

潜在株式の数　　1,040,000 株

これらの詳細については、第４

提出会社の状況　１株式等の状

況(2)新株予約権等の状況に記

載のとおりであります。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

資金調達について

　平成19年６月12日開催の取締役会において、総額150億円

の資金調達を行うことを決議しました。

　資金調達の概要は以下のとおりであります。

１．シンジケートローン

　（1）借入金額　　　　　　　　　　　80億円

　（2）借入実施時期　　　　　　　　７月上旬

　（3）借入期間　　　　　　　　　　　７年間

　（4）資金使途　　　　　　　　　　事業資金

　（5）アレンジャー　　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

２．第２回普通社債

　（1）発行総額　　　　　　　　　　　70億円

　（2）発行時期　　　　　　　　　　７月上旬

　（3）償還期間　　　　　　　　　　　５年間

　（4）資金使途　　　　　　　　　　事業資金

　

株式会社インテックホールディングスとの共同持株会社

設立による経営統合について

　当社と株式会社インテックホールディングスは、情報

サービス業界のリーディングカンパニーとして、グループ

企業価値の向上に努めるとともに、企業の社会的責任を果

たし、よりよいＩＴ社会の実現に貢献することを目的と

し、平成20年４月１日に株式移転により共同持株会社「Ｉ

Ｔホールディングス株式会社」を設立しました。この結

果、当社は同社の完全子会社となりました。

１．持株会社の概要

　（1）商号　　　　　ＩＴホールディングス株式会社

　（2）本店所在地　　　　　　　　　　富山県富山市

　（3）代表者　　　　　代表取締役会長　中尾　哲雄

　　 　　　　　　　　　代表取締役社長　岡本　晋

　（4）資本金　　　　　　　　　　　　　　 100億円

　（5）事業内容　　傘下子会社及びグループの経営管

                   理ならびにそれに付帯する業務

２．議決権のある株式の移転比率及びその算定方式

　（1）議決権のある株式の移転比率

　　　当社株式１株に対し持株会社株式１株を交付し、

　　株式会社インテックホールディングス株式１株に対

　　し持株会社株式0.79株を交付しました。

　（2）移転比率の算定方法

　　　株式移転比率につきましては、当社は野村證券株

　　式会社、株式会社インテックホールディングスは三

　　菱ＵＦＪ証券株式会社をフィナンシャル・アドバイ

　　ザーに指名し、第三者機関としての評価を依頼し、

　　両社はそれぞれの評価を勘案した上で、協議、交渉

　　をし、決定いたしました。

３．株式移転により交付した株式数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86,372,339株

４．企業結合後の議決権比率

　　　当社　　　　　　　　　　　　　　　　 53.8％

　　　株式会社インテックホールディングス　 46.2％

　（注）ＩＴホールディングス株式会社に対して各社株

　　　主が有することになった議決権比率であります。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率
（％）

担保 償還期限

ＴＩＳ㈱ 第１回普通社債
平成17年

３月25日
7,500 7,500 年0.89 無担保

平成24年

３月23日

ＴＩＳ㈱ 第２回普通社債
平成19年

７月27日
－

7,000

(7,000)
年1.34 無担保

平成21年

１月27日

ＴＩＳ㈱ 第２回無担保転換社債
平成12年

８月３日

9,999

(9,999)
－ 年0.30 無担保

平成19年

９月28日

合計 － －
17,499

(9,999)

14,500

(7,000)
－ － －

　（注）１　「前期および当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。

２　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は特に定めておりません。

３　転換社債の転換の条件の内容等については、次のとおりであります。

会社名 銘柄 転換の条件
転換により発行す
べき株式の内容

転換を請求できる期間

ＴＩＳ㈱
第２回無担

保転換社債

転換社債4,337円につき当社株

式１株の割合をもって転換
当社普通株式

自　平成12年９月１日

至　平成19年９月27日

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 2,282 1,458 1.64 －

１年以内に返済予定の長期借入金 2,556 3,119 1.83 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 7,497 12,447 1.27
自平成21年４月10日

至平成26年７月10日

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －　

合計 12,336 17,025 － －

　（注）１　「平均利率」については、借入金の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとお

りであります。

　 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

長期借入金

（百万円）
2,346 2,095 1,338 2,666

（２）【その他】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

ＴＩＳ株式会社(E04812)

有価証券報告書

 87/122



２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　 　
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  9,792   7,003  

２　受取手形 ※５  223   198  

３　売掛金 　  30,211   23,694  

４　商品 　  781   886  

５　仕掛品 　  2,230   5,561  

６　前払費用 　  1,034   1,108  

７　繰延税金資産 　  5,221   9,112  

８　その他 　  255   771  

９　貸倒引当金 　  △73   △0  

流動資産合計 　  49,676 37.9  48,336 38.9

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

(1) 建物 ※４　
　

 17,738   18,019  

(2) 構築物 　  137   144  

(3) 機械装置 　  1,447   1,067  

(4) 器具備品 　  631   498  

(5) 土地 　  6,480   6,480  

有形固定資産合計 ※１　  26,435 (20.2)  26,211 (21.1)

２　無形固定資産 　       

(1) ソフトウェア 　  1,579   1,041  

(2) 電話加入権 　  46   46  

(3) 通信回線利用権 　  65   57  

(4) その他 　  167   528  

無形固定資産合計 　  1,858 (1.4)  1,674 (1.4)
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産 　       

(1) 投資有価証券 　  19,561   15,106  

(2) 関係会社株式 　  24,704   24,191  

(3) 関係会社出資金 　  173   94  

(4) 関係会社長期貸付金 　  2,000   2,000  

(5) 長期前払費用 　  176   36  

(6) 差入保証金 　  4,589   4,787  

(7) 前払年金費用 　  1,255   1,273  

(8) その他 　  769   642  

(9) 貸倒引当金 　  △125   △249  

投資その他の資産合計 　  53,105 (40.5)  47,882 (38.6)

固定資産合計 　  81,400 62.1  75,768 61.1

資産合計 　  131,076 100.0  124,105 100.0
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　買掛金 ※２　  12,964   7,861  

２　１年以内返済予定長期借
入金

　  500   2,000  

３　１年以内償還予定社債 　  －   7,000  

４　１年以内償還予定転換社
債

　  9,999   －  

５　未払金 　  835   860  

６　未払費用 　  4,254   4,396  

７　未払法人税等 　  854   3,142  

８　未払消費税等 　  892   566  

９　前受金 　  318   655  

10　預り金 　  233   150  

11　受注損失引当金 　  4,768   －  

12　関係会社清算損失引当金 　  －   22  

13　その他 　  206   507  

流動負債合計 　  35,826 27.3  27,165 21.9

Ⅱ　固定負債 　       

１　社債 　  7,500   7,500  

２　長期借入金 　  6,000   12,000  

３　繰延税金負債 　  2,127   955  

４　再評価に係る繰延税金負
債

※３　  1,064   1,064  

５　役員退職慰労引当金 　  432   －  

６　長期預り保証金 　  33   －  

７　その他 　  －   287  

固定負債合計 　  17,157 13.1  21,807 17.6

負債合計 　  52,984 40.4  48,972 39.5
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  23,088 17.6  23,110 18.6

２　資本剰余金 　       

(1）資本準備金 　 22,415   22,438   

資本剰余金合計 　  22,415 17.1  22,438 18.1

３　利益剰余金 　       

(1）利益準備金 　 641   641   

(2）その他利益剰余金 　       

別途積立金 　 28,050   28,050   

繰越利益剰余金 　 3,405   2,652   

利益剰余金合計 　  32,096 24.5  31,343 25.2

４　自己株式 　  △35 △0.0  △36 △0.0

株主資本合計 　  77,564 59.2  76,855 61.9

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  3,449 2.6  1,199 1.0

２　土地再評価差額金 ※３　  △2,922 △2.2  △2,922 △2.4

評価・換算差額等合計 　  527 0.4  △1,722 △1.4

純資産合計 　  78,092 59.6  75,132 60.5

負債純資産合計 　  131,076 100.0  124,105 100.0
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②【損益計算書】

　 　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　       

１　情報処理売上高 　 90,552   83,512   

２　商品売上高 　 19,042 109,594 100.0 13,900 97,412 100.0

Ⅱ　売上原価 　       

１　情報処理売上原価 ※２　 87,215   73,838   

２　商品売上原価 　 16,222 103,438 94.4 11,895 85,734 88.0

売上総利益 　  6,156 5.6  11,678 12.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2　  10,176 9.3  10,064 10.3

営業利益又は
営業損失(△) 　  △4,020 △3.7  1,614 1.7

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 24   40   

２　受取配当金 ※３　 821   922   

３　その他 　 49 895 0.8 25 988 1.0

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 　 55   142   

２　社債利息 　 59   145   

３　貸倒引当金繰入額 　 130   92   

４　借入金事務手数料 　 －   111   

５　その他 　 27 273 0.2 145 636 0.7

経常利益又は
経常損失(△) 　  △3,398 △3.1  1,966 2.0
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益 　       

１　投資有価証券売却益 　 592   553   

２　抱合せ株式消滅差益 　 1,480   －   

３　関係会社清算益 　 －   82   

４　その他 　 47 2,120 1.9 59 695 0.7

Ⅶ　特別損失 　       

１　固定資産除却損 ※４　 1,262   93   

２　投資有価証券評価損 　 －   589   

３　関係会社株式評価損 　 280   －   

４　減損損失 ※５　 －   238   

５　経営統合関連費用 　 －   975   

６　その他 　 97 1,640 1.5 163 2,060 2.1

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△) 　  △2,917 △2.7  601 0.6

法人税・住民税及び事
業税

　 1,617   3,650   

法人税等調整額 　 △3,265 △1,648 △1.5 △3,520 130 0.1

当期純利益又は
当期純損失(△) 　  △1,269 △1.2  471 0.5
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情報処理売上原価明細書

　 　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　労務費 　  16,549 19.1  17,048 20.7

Ⅱ　外注費 　  50,065 57.8  47,903 58.3

Ⅲ　機械経費 　       

１　機械賃借料 　 1,584   1,495   

２　減価償却費 　 1,515   1,206   

３　その他 　 6,838 9,938 11.5 8,927 11,629 14.2

Ⅳ　経費 　       

１　減価償却費 　 1,015   1,045   

２　その他 注２　 9,073 10,088 11.6 4,734 5,779 6.8

当期総製造費用 　  86,643 100.0  82,360 100.0

期首仕掛品原価 　  3,139   2,230  

合併による仕掛品受入
高

　  40   －  

　　合計 　  3,180   2,230  

他勘定振替高 注３  △377   △423  

期末仕掛品原価 　  △2,230   △5,561  

受注損失引当金取崩高 　  －   △4,768  

当期情報処理原価 　  87,215   73,838  

期首製品棚卸高 　  －   －  

期末製品棚卸高 　  －   －  

当期情報処理売上原価 　  87,215   73,838  

　（注）１　原価計算の方法

プロジェクト別に個別原価計算を行っております。なお、一部の科目につきましては予定原価を適用し、製造

原価差額は、期末に調整計算を行っております。

２　前事業年度の経費（その他）には、受注損失引当金繰入額 4,768百万円が含まれております。

３　他勘定振替高は、主として発生費用のうち自社使用ソフトウェアの制作に係る費用をソフトウェアへ振替え

たものであります。

 商品売上原価明細書

　 　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

当期商品仕入高 　 16,668 16,668 102.7 12,000 12,000 100.9

期首商品棚卸高 　  335 2.1  781 6.6

合併による商品受入高 　  0 0.0  － －

期末商品棚卸高 　  △781 △4.8  △886 △7.5

当期商品売上原価 　  16,222 100.0  11,895 100.0
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
　

利益剰余
金合計プログラ

ム等準備
金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

23,084 22,412 22,412 641 22 25,050 8,961 34,674 △32 80,138

事業年度中の変動額           

新株の発行 3 3 3       6

剰余金の配当（注）       △770 △770  △770

中間配当       △453 △453  △453

役員賞与（注）       △85 △85  △85

プログラム等準備金の取崩
し（注）

    △22  22 －  －

別途積立金の積立て（注）      3,000 △3,000 －  －

当期純損失       △1,269 △1,269  △1,269

自己株式の取得         △2 △2

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

3 3 3 － △22 3,000 △5,555 △2,578 △2 △2,574

平成19年３月31日　残高
（百万円）

23,088 22,415 22,415 641 － 28,050 3,405 32,096 △35 77,564

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

6,423 △2,922 3,500 83,639

事業年度中の変動額     

新株の発行    6

剰余金の配当（注）    △770

中間配当    △453

役員賞与（注）    △85

プログラム等準備金の取崩
し（注）

   －

別途積立金の積立て（注）    －

当期純損失    △1,269

自己株式の取得    △2

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△2,973 － △2,973 △2,973

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△2,973 － △2,973 △5,547

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,449 △2,922 527 78,092

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他の利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金 
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

23,088 22,415 22,415 641 28,050 3,405 32,096 △35 77,564

事業年度中の変動額          

新株の発行 22 22 22      44

剰余金の配当      △1,223 △1,223  △1,223

当期純利益      471 471  471

自己株式の取得        △1 △1

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

22 22 22 － － △752 △752 △1 △709

平成20年３月31日　残高
（百万円）

23,110 22,438 22,438 641 28,050 2,652 31,343 △36 76,855

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,449 △2,922 527 78,092

事業年度中の変動額     

新株の発行    44

剰余金の配当    △1,223

当期純利益    471

自己株式の取得    △1

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△2,250 － △2,250 △2,250

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△2,250 － △2,250 △2,959

平成20年３月31日　残高
（百万円）

1,199 △2,922 △1,722 75,132
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

　

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定しております）

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

同左

　

　

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品

先入先出法による原価法

(1) 商品

同左

　

　

(2) 仕掛品

個別法による原価法

(2) 仕掛品

同左

４　固定資産の減価償却の方

法

　

(1) 有形固定資産

①　建物、構築物、車輛運搬具

定額法

②　機械装置、器具備品

定率法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産

①　建物、構築物、車輛運搬具

同左

②　機械装置、器具備品

同左

 （会計方針の変更）

　当事業年度より、法人税法の改正に

伴い、平成19年4月1日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しておりま

す。これにより営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が28百万円減少

しております。

  （追加情報）

　当事業年度より、法人税法の改正に

伴い、平成19年3月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却方法の適用により

取得価額の5％に到達した事業年度の

翌事業年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を5年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

　これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益が75百万円減少し

ております。
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　

　

(2) 無形固定資産及び長期前払費用

定額法

ただし、市場販売目的のソフトウェア

については、ソフトウェアの残高に見

積売上高に対する当期売上の割合を

乗じた金額と、見積効用年数（３年）

による定額法によって計算した金額

のいずれか多い金額をもって償却し

ております。また自社利用目的のソフ

トウェアについては、社内における利

用可能期間（３～５年）に基づく定

額法によっております。

(2) 無形固定資産及び長期前払費用

同左

５　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、為替差額は損益

として処理しております。

同左

６　引当金の計上基準

　

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については実績繰入率に

より、貸倒懸念債権等については個別

貸倒見積額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

 (2) 受注損失引当金

ソフトウェアの請負契約に係る開発

案件のうち、当事業年度末時点で将来

の損失が見込まれ、かつ、当該損失を

合理的に見積もることが可能なもの

については、翌期以降に発生が見込ま

れる損失額を計上しております。

(2) 　　　　　――――――

　

 (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、当事業

年度における支給見込額を計上して

おります。

(3) 　　　　　――――――

　

 (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により翌期

から費用処理することとしておりま

す。

(4) 退職給付引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (5) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。

(5) 役員退職慰労引当金

　当社は、役員退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく要支給額を計

上しておりましたが、平成19年６月22

日開催の定時株主総会において、役員

の退職慰労金制度の廃止に伴う打切

り支給を決議しました。

　これにより当事業年度において役員

に対する役員退職慰労引当金を全額

取崩し、打切り支給に伴う未払額を流

動負債の「未払費用」と固定負債の

「その他」に計上しております。

 (6) 　　　　　――――――

　

(6) 関係会社清算損失引当金

　関係会社の清算に伴い発生する損失

に備えるため、当事業年度末における

損失見込額に基づき計上しておりま

す。

７　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

同左

８　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号　平成

17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は、78,092百万

円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

――――――

（役員賞与に関する会計基準）

当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第4号　平成17年11月29日）を適用しておりま

す。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

――――――

（企業結合に係る会計基準）

当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（「企

業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会　平成15年10月31日））及び「企業結合会計及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号　平成17年12月27日）を適用しており

ます。

なお、注記事項（企業結合等関係）に記載のとおり、平

成18年４月１日にＴＩＳコンサルティング株式会社を吸

収合併しました。

――――――

（ストック・オプション等に関する会計基準）

当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及

び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31

日）を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

――――――
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　　　　　　　　　 ―――――― （貸借対照表）

　　前事業年度まで区分掲記しておりました「長期預り

保証金」（当事業年度　17百万円）は負債及び純資産

の合計額の100分の１以下となったため、当事業年度

より固定負債の「その他」に含めて表示することに

しました。

　　　　　　　　　 ―――――― （損益計算書）

１．前事業年度まで特別損失の「その他」に含めて表

示しておりました「投資有価証券評価損」は、特別損

失の総額の100分の10を超えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前事業年度における「投資有価証券評価損」

の金額は22百万円であります。

２．前事業年度まで区分掲記しておりました「関係会

社株式評価損」（当事業年度　78百万円）は、特別損

失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度

より特別損失の「その他」に含めて表示することに

しました。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は20,672百万円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は 21,816百万円であ

ります。

※２　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主な残高は次のとおりでありま

す。

※２　                ―――

買掛金 2,009百万円  

※３　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号　最終改正　平成13年３月31日）に基づ

き、平成14年３月31日に事業用の土地の再評価を

行っております。なお、再評価差額については、土地

の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平

成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、当該再

評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価

税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を

算出するために国税庁長官が定めて公表した方法

により算出した価額に合理的な調整を行って算出

しております。

※３　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号　最終改正　平成13年３月31日）に基づ

き、平成14年３月31日に事業用の土地の再評価を

行っております。なお、再評価差額については、土地

の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平

成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、当該再

評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価

税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を

算出するために国税庁長官が定めて公表した方法

により算出した価額に合理的な調整を行って算出

しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

78百万円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

  704百万円

※４　圧縮記帳

有形固定資産の取得価額から控除している国庫補

助金等による圧縮記帳累計額は、建物76百万円であ

ります。 

※４　圧縮記帳

有形固定資産の取得価額から控除している国庫補

助金等による圧縮記帳累計額は、建物76百万円であ

ります。 

※５　期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形

が期末残高に含まれております。

受取手形 38百万円

※５　                ―――
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

給料手当 3,000百万円

賞与 1,167百万円

福利厚生費 936百万円

賃借料 922百万円

租税公課 536百万円

減価償却費 395百万円

退職給付費用 107百万円

給料手当     3,021 百万円

賞与    1,209 百万円

福利厚生費   928 百万円

賃借料   932 百万円

租税公課   591 百万円

減価償却費   401 百万円
  

なお、このうち販売費の割合は約60％であります。 なお、このうち販売費の割合は約59％であります。

※２　販売費及び一般管理費、並びに売上原価に含まれる

研究開発費は、224百万円であります。

※２　販売費及び一般管理費、並びに売上原価に含まれる

研究開発費は、159百万円であります。

※３　関係会社に対する事項 ※３　関係会社に対する事項

受取配当金 608百万円 受取配当金    561百万円

※４　固定資産除却損の内容 ※４　固定資産除却損の内容

建物附属設備 126百万円

機械装置 15百万円

ソフトウェア 1,106百万円

その他 14百万円

建物附属設備    22百万円

機械装置 70百万円

※５　                ――― ※５　減損損失

当社は、当事業年度において、以下の減損損失を認

識しました。

用途 場所 種類
減損損失

（百万円）

開発用資産
東京本社

（東京都港区）　

建物及び構築

物　
6

ソフトウェア 124

リース資産 14

その他 92

  合計 238

当社は、サービス区分を資産グループの単位として

おります。また、プロジェクト特有の資産を有する

場合には、個別にグルーピングを行っております。

当資産につきましては、開発用固定資産における収

益性の低下により、投資額の回収が見込めなくなっ

たことから、帳簿価額の全額を、減損損失として特

別損失に計上しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 9 0 ― 10

合計 9 0 ― 10

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 10 0 ― 10

合計 10 0 ― 10

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　借手側

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１　借手側

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　
取得価額相
当額

(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

期末残高相
当額

(百万円)

機械装置 4,358 1,541 2,816

器具備品 2,137 1,044 1,093

その他 878 420 458

合計 7,374 3,005 4,369

　

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

減損損
失累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械装置 3,823 1,654 14 2,154

器具備品 1,838 887 0 951

その他 874 488 － 386

合計 6,535 3,029 14 3,491

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年以内      1,729百万円

１年超      2,872百万円

合計      4,602百万円

１年以内 1,488百万円

１年超 2,131百万円

合計 3,619百万円

　リース資産減損勘定の残高               11百万円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料      1,999百万円

減価償却費相当額      1,829百万円

支払利息相当額    155百万円

支払リース料 1,842百万円

リース資産減損勘定の取崩額 2百万円

減価償却費相当額 1,669百万円

支払利息相当額 188百万円

減損損失 14百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内   7百万円

１年超   14百万円

合計   21百万円

１年以内 13百万円

１年超 6百万円

合計 19百万円

 　（減損損失について）

 　　リース資産に配分された減損損失はありません。
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

２　貸手側

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

　未経過リース料期末残高相当額

２　貸手側

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

　未経過リース料期末残高相当額

１年以内  157百万円

１年超 －百万円

合計  157百万円

１年以内 0百万円

１年超 0百万円

合計 0百万円

上記はすべて転貸リース取引に係る貸手側の未経過リース

料期末残高相当額であります。なお、借手側の残高はほぼ同

額であり、上記の借手側の注記　②未経過リース料期末残高

相当額に含まれております。

上記はすべて転貸リース取引に係る貸手側の未経過リース

料期末残高相当額であります。なお、借手側の残高はほぼ同

額であり、上記の借手側の注記　②未経過リース料期末残高

相当額に含まれております。

 　（減損損失について）

 　　リース資産に配分された減損損失はありません。　

 　（減損損失について）

 同左

（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分
貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額

(百万円)

子会社株式 5,270 7,712 2,442

合計 5,270 7,712 2,442

当事業年度（平成20年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分
貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額

(百万円)

子会社株式 5,270 6,335 1,065

合計 5,270 6,335 1,065
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

未払事業税 90百万円

賞与引当金損金繰入限度超過額    1,054百万円

受注損失引当金否認額 1,940百万円

役員退職慰労引当金 175百万円

株式評価損 834百万円

会員権評価損 136百万円

棚卸資産評価損 1,918百万円

減価償却超過額 475百万円

その他 436百万円

繰延税金資産小計 7,063百万円

評価性引当額 △752百万円

繰延税金資産合計 6,310百万円

　  

繰延税金負債  

退職給付信託設定益 △304百万円

前払年金費用 △545百万円

その他有価証券評価差額金 △2,366百万円

繰延税金負債合計 △3,216百万円

繰延税金資産の純額 3,093百万円

繰延税金資産  

未払事業税 261百万円

賞与引当金損金繰入限度超過額    1,165百万円

役員退職慰労引当金 105百万円

株式評価損 1,008百万円

会員権評価損 136百万円

棚卸資産評価損 7,603百万円

減価償却超過額 301百万円

その他 137百万円

繰延税金資産小計 10,720百万円

評価性引当額 △898百万円

繰延税金資産合計 9,821百万円

　  

繰延税金負債  

退職給付信託設定益 △295百万円

前払年金費用 △545百万円

その他有価証券評価差額金 △823百万円

繰延税金負債合計 △1,664百万円

繰延税金資産の純額 8,157百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

税引前当期純損失を計上しているため、記載しており

ません。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
8.1％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△59.6％

住民税均等割等 3.0％

評価性引当額 24.3％

その他 5.1％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
21.6％
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（企業結合等関係）

前事業年度（自　平成18年４月1日　至　平成19年３月31日）

（共通支配下の取引等）

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

ならびに取引の目的を含む取引の概要

(1)結合当事企業及びその事業の内容

名称　　ＴＩＳコンサルティング株式会社

事業内容　　ERP,SCMを活用した業務改革コンサルティング及びBPO　他

(2)企業結合の法的形式

当社を存続会社とし、ＴＩＳコンサルティング株式会社を消滅会社とする吸収合併方式

(3)結合後の企業の名称

ＴＩＳ株式会社

(4)取引の目的を含む取引の概要

取引の目的

ＴＩＳコンサルティング株式会社にて培ってきた経験・実績・知識・ノウハウ及びシステムコンサル

ティング力を基に、ＴＩＳグループの幅広い顧客基盤に対して積極的に展開していくことにより、事業

の拡大を図ることを目的としております。

合併期日

平成18年４月１日

その他

100％出資子会社との合併であり、新株の発行及び合併交付金の支払いは行なっておりません。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準三　４　共通支配下の取引等の会計処理(1)共通支配下の取引」に規定する個別財

務諸表上の会計処理を実施いたしました。

なお、ＴＩＳコンサルティング株式会社より受入れた資産と負債の差額と、当社が合併直前に保有していた

同社の株式の帳簿価額との差額1,480百万円を、特別利益「抱合せ株式消滅差益」として計上しております。

当事業年度（自　平成19年４月1日　至　平成20年３月31日）

　

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,723円27銭

１株当たり当期純損失 △28円02銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―

１株当たり純資産額 1,657円61銭

１株当たり当期純利益 　  10円40銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―　

前事業年度は当期純損失を計上しているため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の額は表示しておりません。

当事業年度は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の額は

表示しておりません。

（注）　１株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額
  

当期純利益又は当期純損失（△）

（百万円）
△1,269 471

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（百万円）
△1,269 471

普通株式の期中平均株式数（千株） 45,315 45,323

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

新株予約権　　　　　　４銘柄

潜在株式の数　　 1,393,100株

これらの詳細については、第４提

出会社の状況　１株式等の状況(2)

新株予約権等の状況に記載のとお

りであります。

新株予約権　　　　　　３銘柄

潜在株式の数　　 1,040,000株

これらの詳細については、第４提

出会社の状況　１株式等の状況(2)

新株予約権等の状況に記載のとお

りであります。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

資金調達について

　平成19年６月12日開催の取締役会において、総額150億円

の資金調達を行うことを決議しました。

　資金調達の概要は以下のとおりであります。

１．シンジケートローン

　（1）借入金額　　　　　　　　　　　80億円

　（2）借入実施時期　　　　　　　　７月上旬

　（3）借入期間　　　　　　　　　　　７年間

　（4）資金使途　　　　　　　　　　事業資金

　（5）アレンジャー　　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

２．第２回普通社債

　（1）発行総額　　　　　　　　　　　70億円

　（2）発行時期　　　　　　　　　　７月上旬

　（3）償還期間　　　　　　　　　　　５年間

　（4）資金使途　　　　　　　　　　事業資金

株式会社インテックホールディングスとの共同持株会社

設立による経営統合について

　当社と株式会社インテックホールディングスは、情報

サービス業界のリーディングカンパニーとして、グループ

企業価値の向上に努めるとともに、企業の社会的責任を果

たし、よりよいＩＴ社会の実現に貢献することを目的と

し、平成20年４月１日に株式移転により共同持株会社「Ｉ

Ｔホールディングス株式会社」を設立しました。この結

果、当社は同社の完全子会社となりました。

１．持株会社の概要

　（1）商号　　　　　ＩＴホールディングス株式会社

　（2）本店所在地　　　　　　　　　　富山県富山市

　（3）代表者　　　　　代表取締役会長　中尾　哲雄

　　 　　　　　　　　　代表取締役社長　岡本　晋

　（4）資本金　　　　　　　　　　　　　　 100億円

　（5）事業内容　　傘下子会社及びグループの経営管

                   理ならびにそれに付帯する業務

２．議決権のある株式の移転比率及びその算定方式

　（1）議決権のある株式の移転比率

　　　当社株式１株に対し持株会社株式１株を交付し、

　　株式会社インテックホールディングス株式１株に対

　　し持株会社株式0.79株を交付しました。

　（2）移転比率の算定方法

　　　株式移転比率につきましては、当社は野村證券株

　　式会社、株式会社インテックホールディングスは三

　　菱ＵＦＪ証券株式会社をフィナンシャル・アドバイ

　　ザーに指名し、第三者機関としての評価を依頼し、

　　両社はそれぞれの評価を勘案した上で、協議、交渉

　　をし、決定いたしました。

 ３．株式移転により交付した株式数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86,372,339株

 ４．企業結合後の議決権比率

　　　当社　　　　　　　　　　　　　　　　 53.8％

　　　株式会社インテックホールディングス　 46.2％

　（注）ＩＴホールディングス株式会社に対して各社株

　　　主が有することになった議決権比率であります。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

（投資有価証券）   

その他有価証券   

(株)リクルート 600,000 4,080

(株)デジタルガレージ 8,800 1,716

(株)ジェーシービー 157,000 1,374

三信(株) 121,200 885

(株)インターネットイニシアティブ 2,640 847

三井化学(株) 1,125,000 742

月島機械(株) 700,000 526

(株)Ｔ＆Ｄホールディングス 100,000 522

アステラス製薬(株) 113,600 438

オークラヤ住宅(株) 721,500 432

伊藤忠テクノサイエンス(株) 120,000 361

(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 339,849 292

(株)日本システムディベロップメント 200,000 290

(株)日新 650,000 167

その他69銘柄 6,155,047 2,055

計 11,114,636 14,732

【その他】

銘柄 券面総額(百万円) 貸借対照表計上額
（百万円）

（投資有価証券）   

その他有価証券   

  （投資信託受益権）   

  　ファンド　for you 2005 20 19

（投資事業有限責任組合等への出資持分）   

　投資事業有限責任組合ハンズオン１号 200 182

　THC MILLENNIUM 投資事業有限責任組合 200 54

　ジェービィック産学連携投資事業有限責任組合２号 50 40

　ソフトバンク・インターネットファンド 100 35

　ＧＤＨエンターテインメントファンド１号 24 24

　ジェービィック産学連携投資事業有限責任組合 20 15

計 614 374
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        

建物 31,731 1,600
136

(13)
33,195 15,175 1,253 18,019

構築物 336 24 21 340 195 15 144

機械装置 6,170 223
862

(12)
5,531 4,464 522 1,067

器具備品 2,388 130
39

(5)
2,479 1,981 256 498

土地 6,480 － － 6,480 － － 6,480

有形固定資産計 47,108 1,979
1,059

(30)
48,028 21,816 2,047 26,211

無形固定資産        

ソフトウェア 4,502 183
1,192

(308)
3,493 2,452 596 1,041

電話加入権 46 － 0 46 － － 46

通信回線利用権 145 － － 145 87 7 57

その他 177 365 6 536 8 1 528

無形固定資産計 4,872 549
1,199

(308)
4,222 2,548 604 1,674

長期前払費用 930 30
673

(114)
287 250 112 36

　（注）１　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 建物  東京第1センター電気設備等　　　   　　　　　　731百万円　　　　

 大阪センターＡ棟改修等   　　　   　　　　　　271百万円　　　　

 東京第3センター電気設備等　　　   　　　　　　197百万円　　　　

２　「当期減少額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 199 185 16 118 249

役員退職慰労引当金 432 15 12 435　 －

関係会社清算損失引当金 － 22 － －　 22

受注損失引当金 4,768 － 4,768 －　 －

　（注）１　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替計算による戻入額であります。

２　役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、役員退職慰労金制度の廃止によるものであります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

資産の部

(1) 現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 2

預金の種類  

当座預金 3,381

普通預金 3,607

通知預金 0

定期預金 10

別段預金 1

計 7,000

合計 7,003

(2) 受取手形

イ　相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

(株)フェリシモ 103

フランスベッドメディカルサービス(株) 92

リコー販売(株) 2

計 198

ロ　期日別内訳

期日 金額（百万円）

平成20年４月満期 93

平成20年５月満期 72

平成20年６月満期 17

平成20年７月満期 15

計 198

　

(3) 売掛金

イ　相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

(株)ジェーシービー 2,911

(株)伊勢丹データーセンター 2,028

(株)日本カードネットワーク 726

オリックス・システム(株) 725

(株)リクルート 666

その他 16,635

計 23,694

ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
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前期繰越高

（百万円）

当期発生高

（百万円）

当期回収高

（百万円）

次期繰越高

（百万円）
回収率（％）

滞留期間（月）

　

(A) (B) (C) (D) （
C

───
A＋B

×100 ） （ 
A＋D
───

2
÷

B
───

12
）

30,211 102,296 108,813 23,694 82.1 3.2

　（注）　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

(4) 商品

品名 金額（百万円）

ハードウェア 47

ソフトウェア 1

その他 837

計 886

(5) 仕掛品

品名 金額（百万円）

ソフトウェア 5,561

計 5,561

(6) 関係会社株式

会社名 金額（百万円）

クオリカ(株) 8,395

(株)ユーフィット 6,066

(株)アグレックス 4,978

ＡＪＳ(株) 2,000

ＴＩＳリース(株) 1,757

その他 993

計 24,191

(7) 繰延税金資産

流動資産と固定資産の合計で 9,821百万円であり、

その内訳は「(1)財務諸表　注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。

負債の部

(1) 買掛金

相手先 金額（百万円）

(株)日立製作所 1,149

ＴＩＳシステムサービス(株) 701

伊藤忠テクノソリューションズ(株) 427

日本ヒューレット・パッカード(株) 321

ソフトバンクＢＢ(株) 243

その他 5,017

計 7,861
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(2) １年以内償還予定社債

           7,000 百万円

内訳は、「⑤ 連結附属明細表　社債明細表」に記載しております。

(3) 社債

           7,500 百万円

内訳は、「⑤ 連結附属明細表　社債明細表」に記載しております。

(4) 長期借入金

借入先 金額(百万円) 最終返済期日

シンジケートローン　※１

（幹事：㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）
4,000 平成23年３月

シンジケートローン　※２

（幹事：㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）
8,000 平成26年７月　

計 12,000 －

　（注）　※１　シンジケートローンの構成は10社です。

　　　　　※２　シンジケートローンの構成は15社です。

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日（注）１ ―　

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券、100,000株券

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え 　

取扱場所
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

野村證券株式会社　全国本支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

株券喪失登録に伴う

手数料

１．喪失登録　　　１件につき10,500円（税込み）

２．喪失登録株券　１枚につき　 525円（税込み）

単元未満株式の買取り ―

取扱場所 ―

株主名簿管理人 ―

取次所 ―

買取手数料 ―　

公告掲載方法（注）２ 日本経済新聞

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）１　株式移転による株式移転設立完全親会社の設立の日（平成20年４月１日）に、当社の株主は、株式移転完全設立

親会社である「ＩＴホールディングス株式会社」１社となることから、基準日に関する規定はその必要性を失

うため、平成20年２月15日開催の臨時株主総会において、基準日を廃止することとし、定款に定めていた基準日

に関する規定を削除することを決議いたしました。従いまして、当社の平成20年３月31日に終了する事業年度

に係る定時株主総会において議決権を行使することができる株主は、「ＩＴホールディングス株式会社」１社

となります。

２　平成20年６月20日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告方法は次のとおりとなります。

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることが

できない場合は、日本経済新聞に掲載しておこなう。

なお、当会社の公告掲載ＵＲＬは次のとおり。http://www.tis.co.jp/pn/
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第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】

　　当社は、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1) 発行登録書（普通社債）及びその添付書類

　平成19年６月13日 関東財務局長に提出。

(2) 有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第36期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）平成19年６月25日 関東財務局長に提出。

(3) 訂正発行登録書

　平成19年６月26日 関東財務局長に提出。

(4) 有価証券報告書の訂正報告書

　事業年度（第36期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）平成19年11月13日 関東財務局長に提出。

(5) 臨時報告書

　平成19年12月14日 関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３（株式移転の決定）の規定に基づく臨時報告書であ

ります。

(6) 訂正発行登録書

　平成19年12月21日 関東財務局長に提出。

　平成19年11月13日提出の有価証券報告書の訂正報告書に係る訂正発行登録書であります。

(7) 訂正発行登録書

　平成19年12月21日 関東財務局長に提出。

　平成19年12月14日提出の臨時報告書に係る訂正発行登録書であります。

(8) 半期報告書

　（第36期中）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月26日 関東財務局長に提出。

(9) 訂正発行登録書

　平成19年12月26日 関東財務局長に提出。

　平成19年12月26日提出の半期報告書に係る訂正発行登録書であります。

(10) 臨時報告書の訂正報告書

　平成20年１月28日 関東財務局長に提出。

　平成19年12月14日提出の臨時報告書（株式移転の決定）に係る訂正報告書であります。

(11) 訂正発行登録書

　平成20年１月28日 関東財務局長に提出。

　平成20年１月28日提出の臨時報告書の訂正報告書に係る訂正発行登録書であります。

(12) 発行登録取下届出書

　平成20年４月４日 関東財務局長に提出。

(13) 臨時報告書

　平成20年４月４日 近畿財務局長に提出。

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号および第４号の規定に基づく臨時報告書であります。

(14) 臨時報告書

　平成20年４月４日 近畿財務局長に提出。

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成１９年６月２２日

Ｔ　Ｉ　Ｓ　株　式　会　社

取　締　役　会　 御　中

み　す　ず　監　査　法　人

 

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　熊　坂　博　幸

   

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　齊　藤　直　人

   

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＴＩＳ株式会社

の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算

書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経

営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表

示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＴＩＳ株式会

社及び連結子会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

１．会計処理の変更に記載されているとおり、会社はのれん及び負ののれんの償却額の表示方法を変更した。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１９年６月１２日開催の取締役会において、シンジケートローン及び

普通社債による資金調達を行うことを決議した。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。

EDINET提出書類

ＴＩＳ株式会社(E04812)

有価証券報告書

119/122



独立監査人の監査報告書

 平成２０年６月１３日

ＴＩＳ株式会社  

 取締役会　御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 星野　正司　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 岸　　洋平　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 齊藤　直人　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているＴＩＳ株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対

する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＴＩ

Ｓ株式会社及び連結子会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社と株式会社インテックホールディングスは、平成２０年４月１日に株式

移転により共同持株会社「ＩＴホールディングス株式会社」を設立した。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

　（※）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成１９年６月２２日

Ｔ　Ｉ　Ｓ　株　式　会　社

取　締　役　会　 御　中

み　す　ず　監　査　法　人

 

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　熊　坂　博　幸

   

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　齊　藤　直　人

   

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＴＩＳ株式会社

の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討

することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＴＩＳ株式会社の

平成１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。

 

追記情報

１．会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より、企業結合に係る会計基準を適用した。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１９年６月１２日開催の取締役会において、シンジケートローン及び

普通社債による資金調達を行うことを決議した。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成２０年６月１３日

ＴＩＳ株式会社  

 取締役会　御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 星野　正司　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 岸　　洋平　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 齊藤　直人　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているＴＩＳ株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＴＩＳ株

式会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社と株式会社インテックホールディングスは、平成２０年４月１日に株式

移転により共同持株会社「ＩＴホールディングス株式会社」を設立した。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

　（※）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。
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